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(57)【要約】
【課題】キャプチャーデータ提供方法及びそのための移
動端末機を提供する。
【解決手段】移動端末機のキャプチャーデータ提供方法
は、ユーザによって入力されたキャプチャーパネル要請
ジェスチャーを感知する段階と、キャプチャーパネル要
請ジェスチャーに応答し、画面の一側に一部が表示また
は隠されたキャプチャーパネルの全体形状をディスプレ
イする段階と、を含み、キャプチャーパネルは、移動端
末機によってキャプチャーされたコンテンツに対応する
イメージ及びメタデータを含むキャプチャーデータのリ
ストが表示されることを特徴とする。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末機のキャプチャーデータ提供方法において、
　ユーザによって入力されたキャプチャーパネル要請ジェスチャーを感知する段階と、
　前記キャプチャーパネル要請ジェスチャーに応答し、画面の一側に一部が表示または隠
されたキャプチャーパネルの全体形状をディスプレイする段階と、を含み、
　前記キャプチャーパネルは、前記移動端末機によってキャプチャーされたコンテンツに
対応するイメージ及びメタデータを含むキャプチャーデータのリストが表示されることを
特徴とするキャプチャーデータ提供方法。
【請求項２】
　前記キャプチャーパネル要請ジェスチャーは、
　前記画面の外側の所定位置で前記画面の内側方向にフリックするフリックジェスチャー
を含むことを特徴とする請求項１に記載のキャプチャーデータ提供方法。
【請求項３】
　前記キャプチャーパネルは、
　前記フリックジェスチャーによって、前記画面の外側の所定位置で前記画面の内側方向
に出現することを特徴とする請求項２に記載のキャプチャーデータ提供方法。
【請求項４】
　前記キャプチャーパネルは、
　前記キャプチャーされたコンテンツに対応するイメージ、メタデータ、及びコンテンツ
の種類を示すアイコンのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の
キャプチャーデータ提供方法。
【請求項５】
　前記メタデータは、
　前記キャプチャーされたコンテンツに対応する付加情報、リンク情報、及びおすすめ情
報のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載のキャプチャーデータ
提供方法。
【請求項６】
　前記キャプチャーデータ提供方法は、
　前記キャプチャーパネルに含まれた少なくとも１つのキャプチャーデータについての選
択ジェスチャーを感知する段階と、
　前記選択ジェスチャーが第１ジェスチャーである場合、少なくとも１つのキャプチャー
データに対応する追加情報を提供し、前記選択ジェスチャーが第２ジェスチャーである場
合、前記少なくとも１つのキャプチャーデータを外部デバイスに伝送するための共有パネ
ルがディスプレイされる共有モードに切り換える段階と、をさらに含むことを特徴とする
請求項１に記載のキャプチャーデータ提供方法。
【請求項７】
　前記キャプチャーデータ提供方法は、
　前記キャプチャーパネルに含まれた少なくとも１つのキャプチャーデータについてのタ
ップジェスチャーを感知する段階と、
　前記タップジェスチャーが感知されたキャプチャーデータに含まれたメタデータに基づ
いて、前記タップジェスチャーが感知されたキャプチャーデータに対応する追加情報を提
供する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のキャプチャーデータ提供
方法。
【請求項８】
　前記追加情報を提供する段階は、
　前記タップジェスチャーが感知されたキャプチャーデータに対応する追加情報を提供す
るためのアプリケーションを選択する段階と、
　前記選択されたアプリケーションを実行する段階と、を含むことを特徴とする請求項７
に記載のキャプチャーデータ提供方法。
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【請求項９】
　前記キャプチャーデータ提供方法は、
　前記キャプチャーパネルに含まれた少なくとも１つのキャプチャーデータについてのス
イープジェスチャーを感知する段階と、
　前記感知されたスイープジェスチャーに対応するキャプチャーデータを、前記画面の第
１領域にディスプレイする段階と、
　外部デバイスの識別情報のリストが含まれた共有パネルを前記画面の第２領域にディス
プレイする段階と、
　前記キャプチャーパネルを前記画面の第３領域にディスプレイする段階と、をさらに含
むことを特徴とする請求項１に記載のキャプチャーデータ提供方法。
【請求項１０】
　前記キャプチャーデータ提供方法は、
　前記共有パネルに含まれた少なくとも１つの外部デバイスの識別情報についてのタップ
ジェスチャーを感知する段階と、
　前記感知されたタップジェスチャーに対応する外部デバイスに、前記第１領域にディス
プレイされたキャプチャーデータを伝送する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求
項９に記載のキャプチャーデータ提供方法。
【請求項１１】
　前記キャプチャーデータ提供方法は、
　前記ユーザから入力された共有パネル要請ジェスチャーを感知する段階と、
　前記感知された共有パネル要請ジェスチャーに応答し、外部デバイスの識別情報のリス
トが含まれた共有パネルを前記画面の一側にディスプレイする段階と、をさらに含むこと
を特徴とする請求項１に記載のキャプチャーデータ提供方法。
【請求項１２】
　前記キャプチャーデータ提供方法は、
　前記ディスプレイされたキャプチャーパネルの第１ポイントから、前記ディスプレイさ
れた共有パネルの第２ポイントへのドラッグアンドドロップジェスチャーを感知する段階
と、
　前記感知されたドラッグアンドドロップジェスチャーに基づいて、前記第１ポイントに
対応するキャプチャーデータを前記第２ポイントに対応する外部デバイスに伝送する段階
と、をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載のキャプチャーデータ提供方法。
【請求項１３】
　前記キャプチャーパネル要請ジェスチャーは、
　前記ユーザから入力された少なくとも１つ以上のコンテンツについてのキャプチャー要
請ジェスチャーを含むことを特徴とする請求項１に記載のキャプチャーデータ提供方法。
【請求項１４】
　前記キャプチャーデータは、
　前記移動端末機内で再生される内部コンテンツに対応するキャプチャーデータと、前記
移動端末機の外部に存在する外部コンテンツに対応するキャプチャーデータとのうちの少
なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載のキャプチャーデータ提供方法。
【請求項１５】
　ユーザによって入力されたキャプチャーパネル要請ジェスチャーを感知するセンシング
部と、
　前記キャプチャーパネル要請ジェスチャーに応答し、画面の一側に一部が表示または隠
されたキャプチャーパネルの全体形状をディスプレイするディスプレイ部と、
　前記センシング部及び前記ディスプレイ部を制御する制御部と、を備え、
　前記キャプチャーパネルは、前記移動端末機によってキャプチャーされたコンテンツに
対応するイメージ及びメタデータを含むキャプチャーデータのリストが表示されることを
特徴とする移動端末機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザのジェスチャーを感知してキャプチャーデータを提供する方法及びそ
のための移動端末機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動端末機は、多様な機能を行えるように構成される。かかる多様な機能の例としては
、データ及び音声通信機能、カメラで写真や動画を撮影する機能、音声保存機能、スピー
カーシステムを介した音楽ファイルの再生機能、イメージやビデオのディスプレイ機能な
どがある。
　一部の移動端末機はゲームを行えるさらなる機能を含み、他の一部の移動端末機はマル
チメディア機器として具現されることもある。なお、最近の移動端末機は、放送やマルチ
キャスト信号を受信してビデオやテレビプログラムを視聴することもできる。
　また、ユーザによる移動端末機の所持時間が増加するにつれて、移動端末機にはユーザ
の個人化情報が多く蓄積する。よって、ユーザの個人化情報を効率高く蓄積し、蓄積され
たユーザの個人化情報を用いてユーザにさらに便利な機能を提供できる移動端末機が必要
である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、キャプチャーデータ提供方法及びそのための移動端末機を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一実施態様による移動端末機のキャプチャーデータ提供方法は、ユーザによっ
て入力されたキャプチャーパネル要請ジェスチャーを感知する段階と、前記キャプチャー
パネル要請ジェスチャーに応答し、画面の一側に一部が表示または隠されたキャプチャー
パネルの全体形状をディスプレイする段階と、を含み、前記キャプチャーパネルは、前記
移動端末機によってキャプチャーされたコンテンツに対応するイメージ及びメタデータを
含むキャプチャーデータのリストが表示される。
　本発明の一実施態様によるキャプチャーパネル要請ジェスチャーは、前記画面の外側の
所定位置で前記画面の内側方向にフリックするフリックジェスチャーを含む。
　本発明の一実施態様によるキャプチャーパネルは、前記フリックジェスチャーによって
、前記画面の外側の所定位置で前記画面の内側方向に出現する。
【０００５】
　本発明の一実施態様によるキャプチャーパネルは、前記キャプチャーされたコンテンツ
に対応するイメージ、メタデータ、及びコンテンツの種類を示すアイコンのうちの少なく
とも１つを含む。
　本発明の一実施態様によるメタデータは、前記キャプチャーされたコンテンツに対応す
る付加情報、リンク情報、及びおすすめ情報のうちの少なくとも１つを含む。
　本発明の一実施態様によるキャプチャーデータ提供方法は、前記キャプチャーパネルに
含まれた少なくとも１つのキャプチャーデータについての選択ジェスチャーを感知する段
階と、前記選択ジェスチャーが第１ジェスチャーである場合、少なくとも１つのキャプチ
ャーデータに対応する追加情報を提供し、前記選択ジェスチャーが第２ジェスチャーであ
る場合、前記少なくとも１つのキャプチャーデータを外部デバイスに伝送するための共有
パネルがディスプレイされる共有モードに切り換える段階と、をさらに含む。
【０００６】
　本発明の一実施態様によるキャプチャーデータ提供方法は、前記キャプチャーパネルに
含まれた少なくとも１つのキャプチャーデータについてのタップジェスチャーを感知する
段階と、前記タップジェスチャーが感知されたキャプチャーデータに含まれたメタデータ
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に基づいて、前記タップジェスチャーが感知されたキャプチャーデータに対応する追加情
報を提供する段階と、をさらに含む。
　本発明の一実施態様による追加情報を提供する段階は、前記タップジェスチャーが感知
されたキャプチャーデータに対応する追加情報を提供するためのアプリケーションを選択
する段階と、前記選択されたアプリケーションを実行する段階と、を含む。
【０００７】
　本発明の一実施態様によるキャプチャーデータ提供方法は、前記キャプチャーパネルに
含まれた少なくとも１つのキャプチャーデータについてのスイープジェスチャーを感知す
る段階と、前記感知されたスイープジェスチャーに対応するキャプチャーデータを、前記
画面の第１領域にディスプレイする段階と、外部デバイスの識別情報のリストが含まれた
共有パネルを前記画面の第２領域にディスプレイする段階と、前記キャプチャーパネルを
前記画面の第３領域にディスプレイする段階と、をさらに含む。
　本発明の一実施態様による第１領域は、前記画面の中央から所定距離内に位置し、第２
領域は、前記画面の一側に位置し、第３領域は、前記画面の他側に位置する。
　本発明の一実施態様によるキャプチャーデータ提供方法は、前記共有パネルに含まれた
少なくとも１つの外部デバイスの識別情報についてのタップジェスチャーを感知する段階
と、前記感知されたタップジェスチャーに対応する外部デバイスに、前記第１領域にディ
スプレイされたキャプチャーデータを伝送する段階と、をさらに含む。
【０００８】
　本発明の一実施態様によるキャプチャーデータ提供方法は、前記ユーザから入力された
共有パネル要請ジェスチャーを感知する段階と、前記感知された共有パネル要請ジェスチ
ャーに応答し、外部デバイスの識別情報のリストが含まれた共有パネルを前記画面の一側
にディスプレイする段階と、をさらに含む。
　本発明の一実施態様によるキャプチャーデータ提供方法は、前記ディスプレイされたキ
ャプチャーパネルの第１ポイントから、前記ディスプレイされた共有パネルの第２ポイン
トへのドラッグアンドドロップジェスチャーを感知する段階と、前記感知されたドラッグ
アンドドロップジェスチャーに基づいて、前記第１ポイントに対応するキャプチャーデー
タを前記第２ポイントに対応する外部デバイスに伝送する段階と、をさらに含む。
【０００９】
　本発明の一実施態様によるキャプチャーパネルに含まれたキャプチャーデータのリスト
は、キャプチャー時間またはコンテンツの種類に基づいて整列される。
　本発明の一実施態様によるキャプチャーパネル要請ジェスチャーは、前記ユーザから入
力された少なくとも１つ以上のコンテンツについてのキャプチャー要請ジェスチャーを含
む。
　本発明の一実施態様によるキャプチャーデータは、前記移動端末機内で再生される内部
コンテンツに対応するキャプチャーデータと、前記移動端末機の外部に存在する外部コン
テンツに対応するキャプチャーデータとのうちの少なくとも１つを含む。
【００１０】
　本発明の一実施態様による移動端末機は、ユーザによって入力されたキャプチャーパネ
ル要請ジェスチャーを感知するセンシング部と、前記キャプチャーパネル要請ジェスチャ
ーに応答し、画面の一側に一部が表示または隠されたキャプチャーパネルの全体形状をデ
ィスプレイするディスプレイ部と、前記センシング部及び前記ディスプレイ部を制御する
制御部と、を備え、前記キャプチャーパネルは、前記移動端末機によってキャプチャーさ
れたコンテンツに対応するイメージ及びメタデータを含むキャプチャーデータのリストが
表示される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る移動端末機の構成を説明するためのブロック構成図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態に係るコンテンツキャプチャー方法を説明するためのフロー
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チャートである。
【図３】本発明の一実施形態に係るキャプチャーされるコンテンツの種類を選択する方法
を説明するための図面である。
【図４】本発明の一実施形態に係る内部コンテンツキャプチャー方法を説明するための図
面である。
【図５】本発明の一実施形態に係る外部コンテンツキャプチャー方法を説明するための図
面である。
【図６】本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータの獲得時、共有パネルをディスプ
レイする画面を示す図面である。
【図７】本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータの獲得時、キャプチャーパネル及
び共有パネルをディスプレイする画面を示す図面である。
【図８】本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータを共有する画面を示す図面である
。
【図９】本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータ提供方法を説明するためのフロー
チャートである。
【図１０】本発明の一実施形態に係るキャプチャーパネルを説明するための図面である。
【図１１】本発明の一実施形態に係るキャプチャーパネルでキャプチャーデータを共有す
る方法を説明するための図面である。
【図１２】本発明の一実施形態に係るデータ共有方法を説明するための図面である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る共有パネルを説明するための図面である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る共有パネルを用いて外部デバイスと通信する方法を
説明するための図面である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る共有パネルを用いて多様な外部デバイスと通信する
方法を説明するための図面である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る情報提供方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１７】本発明の一実施形態に係る共有パネル、キャプチャーパネル、おすすめパネル
を説明するための図面である。
【図１８】本発明の一実施形態に係るおすすめパネルを用いた情報提供方法を説明するた
めのフローチャートである。
【図１９】本発明の一実施形態に係るおすすめ要請ジェスチャーを説明するための図面で
ある。
【図２０】本発明の一実施形態に係るおすすめデータをディスプレイする方法を説明する
ための図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本明細書で使われる用語について簡略に説明し、本発明について具体的に説明する。
　本発明で使われる用語は、本発明での機能に鑑みてなるべく現在広く使われている一般
的な用語を選択したが、これは当業者の意図または判例、新たな技術の出現などによって
変わる。また、特定の場合には出願人が任意に選んだ用語もあり、この場合、該発明の説
明部分で詳細にその意味を記載する。したがって、本発明で使われる用語は単純な用語の
名称ではなく、その用語が持つ意味及び本発明の内容全般に基づいて定義されねばならな
い。
【００１３】
　明細書全体である部分がある構成要素を「含む」という時、これは、特に逆の記載がな
い限り、他の構成要素を除くものではなく他の構成要素をさらに含むことができるという
ことを意味する。また、明細書に記載した「部」、「モジュール」などの用語は、少なく
とも１つの機能や動作を処理する単位を意味し、これは、ハードウェアまたはソフトウェ
アで具現されるか、またはハードウェアとソフトウェアとの組合せで具現される。
【００１４】
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　明細書全体として「オブジェクト」は、ユーザが選択できる対象を意味する。アイコン
、リンク、絵、テキスト、インデックス項目などがオブジェクトの一例である。「ページ
」はコンテンツ、情報またはオブジェクトが含まれた空間を意味する。例えば、ウェプペ
ージ、コンテンツリスト、サムネイルリスト、写真の配列されたトレー、アイコンの配列
されたトレーなどがページの一例である。
　明細書全体として「ジェスチャー」とは、ユーザが移動端末機を制御するために使う手
ぶりなどを意味する。例えば、本明細書で記述されるジェスチャーには、タップ、タッチ
＆ホールド、ダブルタップ、ドラッグ、パンニング、フリック、ドラッグ・アンド・ドロ
ップなどがあり得る。
【００１５】
　「タップ」は、ユーザが指やタッチ道具（スタイラス）を用いて画面を素早くタッチす
る動作を示す。すなわち、指やタッチ道具が画面に触れる時点であるタッチ・イン時点と
、指やタッチ道具が画面から離れる時点であるタッチ・アウト時点との時間差が非常に短
い場合を意味する。
　「タッチ＆ホールド」は、ユーザが指やタッチ道具を用いて画面をタッチした後、しき
い値時間以上タッチ入力を維持する動作を示す。すなわち、タッチ・イン時点とタッチ・
アウト時点の間の時間差がしきい値時間以上である場合を意味する。タッチ入力がタップ
であるか、またはタッチ＆ホールドであるかをユーザに認識させるめにタッチ入力がしき
い値時間以上維持されれば、視覚的または聴覚的にフィードバック信号を提供してもよい
。
　「ダブルタップ」は、ユーザが指やタッチ道具を用いて画面を素早く２回タッチする動
作を示す。
【００１６】
　「ドラッグ」は、ユーザが指やタッチ道具を画面にタッチした後、タッチを維持した状
態で指やタッチ道具を画面内の他の位置に移動させる動作を意味する。ドラッグ動作によ
ってオブジェクトが移動するか、または後述するパンニング動作が行われる。
　「パンニング」は、ユーザがオブジェクトを選択せずにドラッグ動作を行う場合を示す
。パンニングは、特定オブジェクトを選択しないため、オブジェクトがページ内で移動す
るものではなくページ自体が画面内で移動するか、またはオブジェクトのグループがペー
ジ内で移動する。
　「フリック」は、ユーザが指やタッチ道具を用いて素早くドラッグする動作を示す。指
やタッチ道具の移動速度がしきい値速度以上であるかどうかに基づいてドラッグ（または
パンニング）とフリックとを区別する。
　「ドラッグ・アンド・ドロップ」は、ユーザが指やタッチ道具を用いてオブジェクトを
画面内所定位置にドラッグした後で置く動作を意味する。
【００１７】
　以下、添付した図面を参考して本発明の実施形態について当業者が容易に行えるように
詳細に説明する。しかしながら、本発明はいろいろな異なる形態で具現でき、ここで説明
する実施形態に限定されない。そして、図面で本発明を明確に説明するために説明と関係
ない部分は省略し、明細書全体で類似した部分については類似した図面符号をつけた。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る移動端末機の構成を説明するためのブロック構成図
である。
　移動端末機１００は、多様な形態で具現できる。例えば、本明細書で記述される移動端
末機１００は、携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、デジタル放送用端末機、
ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、ＰＭＰ（Ｐｏｒｔ
ａｂｌｅ Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ Ｐｌａｙｅｒ）、ナビゲーション、タブレットＰＣなど
がある。
　図１に示したように、移動端末機１００は、センシング部１１０、キャプチャー部１２
０、メモリ１３０、ユーザ入力部１４０、ディスプレイ部１５０、通信部１６０、おすす
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め部１７０、制御部１８０を備える。しかしながら、図示された構成要素がいずれも必須
構成要素であるというわけではない。図示された構成要素より多い構成要素によって移動
端末機１００が具現されてもく、それより少ない構成要素によっても移動端末機１００が
具現されてもよい。
【００１９】
　以下、前記構成要素について順次に説明する。
　センシング部１１０は、移動端末機１００の位置、ユーザ接触有無、移動端末機１００
の方位、移動端末機１００の加速／減速などの移動端末機１００の現状態を感知し、移動
端末機１００の動作を制御するためのセンシング信号を発生させる。
　本発明の一実施形態に係るセンシング部１１０には、タッチスクリーンのタッチまたは
近接タッチを感知するための多様なセンサーが備えられる。タッチスクリーンのタッチを
感知するためのセンサーの一例として、触覚センサーがある。触覚センサーとは、人間が
感じる程度またはそれ以上に特定物体の接触を感知するセンサーをいう。前記触覚センサ
ーは、接触面の粗度、接触物体の硬度、接触地点の温度などの多様な情報を感知する。
【００２０】
　また、タッチスクリーンのタッチを感知するためのセンサーの一例として、近接センサ
ーがある。
　近接センサーとは、所定検出面に近付く物体、あるいは、近くに存在する物体の有無を
、電磁界の力または赤外線を用いて機械的接触なしに検出するセンサーをいう。よって、
近接センサーは接触式センサーよりはその寿命がより長く、その活用度もより高い。
　近接センサーの例としては、透過型光電センサー、直接反射型光電センサー、ミラー反
射型光電センサー、高周波発振型近接センサー、静電容量型近接センサー、磁気型近接セ
ンサー、赤外線近接センサーなどがある。
【００２１】
　したがって、本発明の一実施形態に係るセンシング部１１０は、ユーザから入力される
ジェスチャーまたはパターンを感知する。例えば、センシング部１１０は、ドラッグ、フ
リック、タップ、タッチ＆ホールド、ダブルタップ、パンニング、スイープなどのユーザ
ジェスチャーを感知する。この時、センシング部１１０は、ジェスチャーの方向、ジェス
チャーの速度、ジェスチャーの長さなどを感知する。
【００２２】
　キャプチャー部１２０は、ユーザのキャプチャー要請ジェスチャーによって少なくとも
１つ以上のコンテンツをキャプチャーする。本発明の一実施形態に係るコンテンツは、内
部コンテンツまたは外部コンテンツである。内部コンテンツは、移動端末機１００内で再
生されるコンテンツを意味し、外部コンテンツは、移動端末機１００の外部に存在するコ
ンテンツを意味する。
　一方、本発明の一実施形態に係るコンテンツは、静止画、動画、サウンドなどを含む。
したがって、本発明の一実施形態に係るキャプチャー部１２０には、オーディオ信号また
はビデオ信号入力のためのカメラ１２１及びマイク１２２などが備えられる。
【００２３】
　カメラ１２１は、ビデオ通話モードまたは撮影モードで、イメージセンサーによって得
られる静止画または動画などの画像フレームを処理する。そして、処理された画像フレー
ムはディスプレイ部１５０に表示される。
　カメラ１２１で処理された画像フレームは、メモリ１３０に保存されるか、または通信
部１６０を介して外部に伝送される。カメラ１２１は、端末機の構成態様によって２個以
上が備えられてもよい。
　マイク１２２は、通話モードまたは録音モード、音声認識モードなどでマイクロホンに
よって外部の音響信号を入力されて電気的な音声データに処理する。マイク１２２は、外
部の音響信号を入力される過程で発生するノイズを除去するための多様なノイズ除去アル
ゴリズムが具現される。
【００２４】
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　キャプチャー部１２０は、カメラ１２１またはマイク１２２を通じてキャプチャーされ
た少なくとも１つ以上のコンテンツに対応するイメージ及びメタデータを含むキャプチャ
ーデータを獲得する。すなわち、キャプチャー部１２０は、キャプチャーされたコンテン
ツに対応するイメージ及びメタデータを、メモリ１３０または外部サーバから収集する。
　キャプチャーされたコンテンツに対応するイメージは、キャプチャーされたコンテンツ
が静止画である場合にキャプチャーされたコンテンツ自体でありうる。また、キャプチャ
ーされたコンテンツが音楽などのサウンドである場合、キャプチャーされたコンテンツに
関するイメージでありうる。本発明の一実施形態に係るメタデータは、キャプチャーされ
たコンテンツに関する付加情報、おすすめ情報、リンク情報などを含む。
【００２５】
　本発明の一実施形態によれば、キャプチャー部１２０は、キャプチャーされたコンテン
ツに対応するイメージ及びメタデータを１つのフォーマットで生成する。例えば、キャプ
チャー部１２０は、キャプチャーデータをＥｘｉｆ（エクスチェンジャブルイメージファ
イル形式：ＥＸｃｈａｎｇａｂｌｅ Ｉｍａｇｅ Ｆｉｌｅ ｆｏｒｍａｔ）、ＸＭＰ（Ｅ
ｘｔｅｎｓｉｂｌｅ Ｍｅｔａｄａｔａ Ｐｌａｔｆｏｒｍ ｆｒｏｍ Ａｄｏｂｅ）、ＩＰ
ＴＣ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｒｅｓｓ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
 Ｃｏｕｎｃｉｌ）などのフォーマットで生成できる。
【００２６】
　メモリ１３０は、制御部１８０の処理及び制御のためのプログラムが保存されてもよく
、入／出力されるデータ（例えば、キャプチャーデータ、電話帳、メッセージ、静止画、
動画など）の保存のための機能を行える。
　メモリ１３０は、フラッシュメモリタイプ、ハードディスクタイプ、マルチメディアカ
ードマイクロタイプ、カードタイプのメモリ（例えば、ＳＤまたはＸＤメモリなど）、Ｒ
ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ Ｒａｎｄ
ｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥ
ＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒ
ｅａｄ－Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏ
ｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気メモリ、磁気ディスク、光ディスクのうちの少なくとも１
つのタイプの記録媒体を含む。また、移動端末機１００は、インターネット上でメモリ１
３０の保存機能を行うウェブストレージを運用できる。
【００２７】
　ユーザ入力部１４０は、端末機の動作制御のための入力データを発生させる。ユーザ入
力部１４０は、キーパッド、ドームスイッチ、タッチパッド（定圧／静電）、ジョグホイ
ール、ジョグスイッチ、ハードウェア（Ｈ／Ｗ）ボタンなどで構成される。特に、タッチ
パッドが後述するディスプレイ部１５０と互いにレイヤー構造をなす場合、これをタッチ
スクリーンと称する。
　ディスプレイ部１５０は、移動端末機１００で処理される情報を表示出力する。例えば
、ディスプレイ部１５０は、キャプチャー部１２０でキャプチャーしたキャプチャーデー
タ、キャプチャーデータのリストが含まれたキャプチャーパネル、外部デバイス２００の
識別情報のリストが含まれた共有パネルに係るＵＩ（ｕｓｅｒ ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、
ＧＵＩ（ｇｒａｐｈｉｃａｌ ｕｓｅｒ ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）などを表示する。
【００２８】
　一方、前述したように、ディスプレイ部１５０とタッチパッドとが互いにレイヤー構造
をなしてタッチスクリーンとして構成される場合、ディスプレイ部１５０は、出力装置以
外に入力装置としても使われる。ディスプレイ部１５０は、液晶ディスプレイ、薄膜トラ
ンジスタ液晶ディスプレイ、有機発光ダイオード、フレキシブルディスプレイ、３次元デ
ィスプレイのうちの少なくとも１つを含む。そして、移動端末機１００の具現形態によっ
てディスプレイ部１５０が２つ以上存在してもよい。タッチスクリーンは、タッチ入力位
置、タッチされた面積だけではなくタッチ入力圧力までも検出するように構成される。ま
た、タッチスクリーンは、前記タッチ（ｒｅａｌ－ｔｏｕｃｈ）だけではなく、近接タッ
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チ（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ－ｔｏｕｃｈ）も検出するように構成されてもよい。
　本明細書で「タッチ（ｒｅａｌ－ｔｏｕｃｈ）」とは、画面に実際にポインタがタッチ
された場合をいい、「近接タッチ（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ－ｔｏｕｃｈ）」とは、ポインタ
が画面に実際にタッチされるものではなく、画面から所定距離離れて近づいた場合をいう
。本明細書でポインタとは、ディスプレイされた画面の特定部分をタッチまたは近接タッ
チするための道具をいう。その一例として、スタイラスペン、指などがある。
【００２９】
　通信部１６０は、移動端末機１００と外部デバイス２００との間で通信を行う１つ以上
の構成要素を含む。例えば、通信部１６０は、放送受信モジュール、移動通信モジュール
、無線インターネットモジュール、有線インターネットモジュール、近距離通信モジュー
ル、位置情報モジュールなどを含む。
　放送受信モジュールは、放送チャネルを介して外部の放送管理サーバから放送信号及び
／または放送に関する情報を受信する。前記放送チャネルは、衛星チャネル、至上波チャ
ネルを含む。
　また、移動通信モジュールは、移動通信網上で基地局、外部の端末、サーバのうちの少
なくとも１つと無線信号を送受信する。ここで、前記無線信号は、音声呼出信号、ビデオ
通話呼出信号または文字／マルチメディアメッセージ送受信による多様な形態のデータを
含む。
【００３０】
　無線インターネットモジュールとは、無線インターネット接続のためのモジュールをい
い、無線インターネットモジュールは、内装または外装される。また、有線インターネッ
トモジュールとは、有線インターネット接続のためのモジュールを意味する。
　近距離通信モジュールとは、近距離通信のためのモジュールをいう。近距離通信技術と
して、ブルートゥース、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ）、赤外線通信（ＩｒＤＡ、ｉｎｆｒａｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉ
ｏｎ）、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅｂａｎｄ）、ＺｉｇＢｅｅ、ＷＦＤ（Ｗｉ－Ｆｉ 
Ｄｉｒｅｃｔ）ＮＦＣ（Ｎｅａｒ Ｆｉｅｌｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などが用い
られる。
　また、位置情報モジュールは、移動端末機１００の位置を確認または得るためのモジュ
ールである。一例として、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）モジ
ュールがある。ＧＰＳモジュールは、複数の人工衛星から位置情報を受信する。ここで、
位置情報は、緯度及び経度で表示される座標情報を含む。
【００３１】
　おすすめ部１７０は、キャプチャーデータによっておすすめコンテンツを生成する。お
すすめ部１７０は、移動端末機１００の使用パターン情報、ユーザのプロファイル情報、
ユーザの生活パターン情報、及びおすすめ要請ジェスチャー感知時の状況情報のうちの少
なくとも１つをさらに考慮しておすすめコンテンツを生成する。
　すなわち、おすすめ部１７０は、ユーザの基本情報（性別、年齢、職業、居住地など）
、周辺状況情報（位置、天気、Ｗｉ－Ｆｉゾーンなど）、デバイス使用パターン情報（ア
プリケーション利用回数、音楽再生回数、動画再生回数、ＳＮＳ利用頻度、連絡パターン
など）、ユーザの活動パターン情報（運動回数など）、ユーザのデバイス情報（所有する
デバイスの種類、数など）、キャプチャーパネルに保存されているキャプチャーデータな
どを考慮して、状況情報に合うコンテンツをユーザにすすめることができる。
　本発明の一実施形態に係るおすすめコンテンツは、静止画、動画、音楽、広告コンテン
ツなどが含まれる。一方、本発明の一実施形態によれば、おすすめ部１７０は、ユーザロ
グ情報が保存されるサーバと連動しておすすめコンテンツを生成することもできる。
【００３２】
　制御部１８０は、通常的に移動端末機１００の全般的な動作を制御する。例えば、制御
部１８０は、コンテンツキャプチャー、音声通話、データ通信、ビデオ通話などに係る制
御及び処理を行う。すなわち、制御部１８０は、センシング部１１０、キャプチャー部１



(11) JP 2013-175183 A 2013.9.5

10

20

30

40

50

２０、メモリ１３０、ユーザ入力部１４０、ディスプレイ部１５０、通信部１６０、おす
すめ部１７０を全般的に制御する。
　また、制御部１８０は、マルチメディア再生のためのマルチメディアモジュールを備え
る。マルチメディアモジュールは、制御部１８０内に具現されてもよく、制御部１８０と
別途に具現されてもよい。
【００３３】
　一方、本発明の一実施形態に係る外部デバイス２００は、移動端末機１００と通信可能
な装置を意味する。外部デバイス２００の一例として、携帯電話、スマートフォン、ノー
ト型パソコン、デジタル放送用端末機、ＰＤＡ、ＰＭＰ、ナビゲーション、タブレットＰ
Ｃ、デジタルカメラ、デジタルＣＥ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｅｌｃｔｒｏｎｉｃｓ）器機な
どがある。デジタルＣＥ機器には、ＤＴＶ（Ｄｉｇｉｔａｌ ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）、
ＩＰＴＶ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）、ディスプレイ
装置付き冷蔵庫、エアコン、プリンタなどがある。
　一方、本発明の一実施形態に係る外部デバイス２００は、サーバ装置（例えば、ＳＮＳ
サーバなど）を備える。
【００３４】
　以下では、前記移動端末機１００の各構成によりコンテンツをキャプチャーする方法に
ついて、図２を参照して詳細に説明する。
　図２は、本発明の一実施形態に係るコンテンツキャプチャー方法を説明するためのフロ
ーチャートである。図２を参照すれば、本発明の一実施形態に係るコンテンツキャプチャ
ー方法は、図１に示した移動端末機１００で時系列的に処理される段階で構成される。よ
って、以下で省略された内容であっても、図１に示した移動端末機１００について以上で
記述された内容は、図２のコンテンツキャプチャー方法にも適用されるということが分か
る。
【００３５】
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０は、ユーザから入力されたキャプチ
ャー要請ジェスチャーを感知する［Ｓ２１０］。本発明の一実施形態に係るキャプチャー
要請ジェスチャーとは、コンテンツのキャプチャーに係るユーザの命令が含まれたジェス
チャーを意味する。キャプチャー要請ジェスチャーは既定のものであってもよい。キャプ
チャー要請ジェスチャーの一例として、キャプチャーキーを押すか、または画面の所定領
域をタッチまたはタップするか、または移動端末機１００を振るなどのジェスチャーがあ
る。一方、センシング部１１０は、キャプチャー要請ジェスチャーの維持時間または繰り
返し回数を感知することもできる。
【００３６】
　本発明の一実施形態によれば、キャプチャー部１２０は、キャプチャー要請ジェスチャ
ーに基づいて少なくとも１つ以上のコンテンツをキャプチャーする［Ｓ２２０］。本発明
の一実施形態によれば、キャプチャー部１２０は、キャプチャー要請ジェスチャーの維持
時間または繰り返し回数によってキャプチャーするコンテンツの種類を定める。本発明の
一実施形態に係るコンテンツの種類には、内部コンテンツと外部コンテンツとがある。
【００３７】
　内部コンテンツは、移動端末機１００の内部で再生されるコンテンツを意味する。例え
ば、内部コンテンツには、再生中のサウンドコンテンツ（音楽またはボイスコンテンツ）
、再生中の動画コンテンツ（ビデオコンテンツ）、ディスプレイされた静止画コンテンツ
（ブックコンテンツ、地図コンテンツ、文書コンテンツ、日程コンテンツ、ウェプページ
）などがある。
　外部コンテンツは、移動端末機１００の外部に存在するコンテンツを意味する。例えば
、外部コンテンツには、サウンドコンテンツ（他のデバイスで再生中の音楽、ボイスなど
）、動画コンテンツ（放送コンテンツ、映画コンテンツ、広告映像コンテンツなど）、静
止画コンテンツ（名刺、チケット、本、映画ポスター、ワインラベル、１次元バーコード
、２次元バーコード、ロゴなど）などがある。
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【００３８】
　キャプチャー部１２０が、キャプチャーするコンテンツの種類を定める構成について、
図３を参照してさらに詳細に説明する。図３は、本発明の一実施形態に係るキャプチャー
されるコンテンツの種類を選択する方法を説明するための図面である。
　センシング部１１０は、キャプチャー要請ジェスチャーを感知する［Ｓ３１０］。この
時、センシング部１１０によって感知されたキャプチャー要請ジェスチャーの維持時間ま
たは繰り返し回数に基づいて、キャプチャー部１２０は、外部コンテンツをキャプチャー
するか、または内部コンテンツをキャプチャーするかを定める［Ｓ３２０］。
【００３９】
　本発明の一実施形態によれば、キャプチャー部１２０は、キャプチャー要請ジェスチャ
ーの維持時間が所定時間未満の場合に内部コンテンツをキャプチャーし［Ｓ３３０］、キ
ャプチャー要請ジェスチャーの維持時間が所定時間以上の場合に外部コンテツをキャプチ
ャーする［Ｓ３４０］。例えば、キャプチャー要請ジェスチャーがキャプチャーキを押す
ジェスチャーである場合、ユーザがキャプチャーキを所定時間以上押せば、外部コンテン
ツがキャプチャーされ、ユーザがキャプチャーキを所定時間未満押せば、内部コンテンツ
がキャプチャーされる。本発明の一実施形態に係るキャプチャーキは、ハードウェア入力
手段であってもよく、画面の所定領域またはベゼルの所定領域であってもよい。
　逆に、キャプチャー部１２０は、キャプチャー要請ジェスチャーの維持時間が所定時間
未満の場合に外部コンテンツをキャプチャーし、キャプチャー要請ジェスチャーの維持時
間が所定時間以上の場合に内部コンテンツをキャプチャーしてもよい。
【００４０】
　本発明のさらに別の実施形態によれば、キャプチャー部１２０は、キャプチャー要請ジ
ェスチャーの繰り返し回数が所定回数未満の場合に内部コンテンツをキャプチャーし［Ｓ
３３０］、キャプチャー要請ジェスチャーの繰り返し回数が所定回数以上の場合に外部コ
ンテンツをキャプチャーする［Ｓ３４０］。例えば、キャプチャー要請ジェスチャーが画
面の所定領域をタップするジェスチャーである場合、ユーザが画面の所定領域を１回タッ
プすれば、内部コンテンツがキャプチャーされ、ユーザが画面の所定領域を２回タップす
れば、外部コンテンツがキャプチャーされる。
　逆に、キャプチャー部１２０は、キャプチャー要請ジェスチャーの繰り返し回数が所定
回数未満の場合に外部コンテンツをキャプチャーし、キャプチャー要請ジェスチャーの繰
り返し回数が所定回数以上の場合に内部コンテンツをキャプチャーしてもよい。
【００４１】
　再び図２を参照すれば、キャプチャー部１２０は、前記キャプチャーされた少なくとも
１つ以上のコンテンツに対応するキャプチャーデータを獲得する［Ｓ２３０］。すなわち
、本発明の一実施形態によれば、キャプチャー部１２０は、キャプチャーされたコンテン
ツに対応するイメージ及びメタデータを収集する。この時、キャプチャー部１２０は、キ
ャプチャーされたコンテンツに対応するイメージ及びメタデータをメモリ１３０または外
部サーバから収集する。
【００４２】
　キャプチャーされたコンテンツに対応するイメージは、キャプチャーされたコンテンツ
が静止画である場合、キャプチャーされたコンテンツ自体になる。例えば、キャプチャー
部１２０が移動端末機１００内部にディスプレイされたウェプページをキャプチャーした
場合、キャプチャーされたコンテンツに対応するイメージは、キャプチャーされたウェプ
ページ自体になる。
　また、キャプチャーされたコンテンツが音楽などのサウンドである場合、キャプチャー
されたコンテンツに対応するイメージは、キャプチャーされたコンテンツに関するイメー
ジである。例えば、キャプチャー部１２０が移動端末機１００内で再生中の音楽コンテン
ツまたは外部デバイスで再生中の音楽コンテンツをキャプチャーした場合、キャプチャー
された音楽コンテンツに対応するイメージは、アルバムジャケット写真、歌手写真、ミュ
ージックビデオ写真などになる。また、キャプチャー部１２０が広告映像をキャプチャー
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した場合、キャプチャーされたコンテンツに対応するイメージは広告商品イメージになり
、キャプチャー部１２０が放送映像をキャプチャーした場合、キャプチャーされたコンテ
ンツに対応するイメージは放送プログラムメインイメージになる。
【００４３】
　本発明の一実施形態に係るメタデータは、キャプチャーされたコンテンツに関する付加
情報、おすすめ情報、リンク情報などを含む。付加情報は、コンテンツがキャプチャーさ
れた時刻、キャプチャーされた場所、キャプチャーされたコンテンツに関する情報などを
含む。おすすめ情報は、キャプチャーされたコンテンツとの連関性及びユーザの個人情報
に基づいて生成されたおすすめコンテンツに関する情報を意味する。リンク情報とは、ユ
ーザ端末１００が特定コンテンツにアクセスするようにするコンテンツ接続経路に関する
情報を意味する。リンク情報の一例として、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ／ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｌｏｃａｔｏｒ）がある。
【００４４】
　例えば、キャプチャーされたコンテンツが外部デバイスで再生される音楽コンテンツで
ある場合、キャプチャーされたコンテンツに対応するメタデータには、キャプチャーされ
た時刻、キャプチャーされた場所、歌タイトル、アーティスト、同一アーティストのさら
に別の音楽、同一アルバムにあるおすすめ音楽コンテンツ、音源を提供するストリーミン
グサーバの接続情報などが含まれる。
　キャプチャーされたコンテンツが本である場合、キャプチャーされたコンテンツに対応
するメタデータには、本のタイトル、作家、キャプチャーされた時刻、キャプチャーされ
た場所、本を販売する場所、本の評価が紹介されたウェブページアドレス、作家のさらに
別の本情報などが含まれる。
　すなわち、キャプチャー部１２０がキャプチャーされたコンテンツを外部サーバに伝送
すれば、外部サーバは、キャプチャーされたコンテンツとマッチングされるメタデータを
収集し、収集されたメタデータをキャプチャー部１２０に伝送できる。
【００４５】
　一方、キャプチャー部１２０でキャプチャーするコンテンツが外部コンテンツである場
合、２つ以上のコンテンツを同時にキャプチャーしてもよい。本発明の一実施形態によれ
ば、キャプチャー部１２０は、カメラ１２１により静止画コンテンツをキャプチャーする
と同時に、マイク１２２によりサウンドコンテンツをキャプチャーする。
　例えば、ユーザが音楽が出てくるワインバーでワインラベルをキャプチャーする場合、
キャプチャー部１２０は、ワインラベルと背景の音楽とを同時にキャプチャーする。この
時、キャプチャー部１２０は、ワインラベルと背景の音楽それぞれに関するキャプチャー
データを生成する。
【００４６】
　キャプチャー部１２０は、キャプチャーされたワインラベルに係って、ワインのイメー
ジ、ワインの名称、原産地、ぶどう品種、購買ページ接続アドレスなどのキャプチャーデ
ータを獲得する。また、キャプチャー部１２０は、キャプチャーされた音楽コンテンツに
ついて、音楽のタイトル、アーティスト、音源提供サイトの接続アドレス、キャプチャー
時刻、キャプチャー場所などのキャプチャーデータを獲得する。
　本発明の一実施形態によれば、キャプチャー部１２０は、単純なスクリーンイメージの
みをキャプチャーするものではなく、キャプチャー時の端末の状況、コンテンツの付加情
報、連関情報、おすすめ情報、リンク情報などキャプチャーされるコンテンツに対応する
メタデータまでも共にキャプチャーする。
【００４７】
　ディスプレイ部１５０は、前記獲得されたキャプチャーデータを画面の所定領域にディ
スプレイする［Ｓ２４０］。すなわち、ディスプレイ部１５０は、キャプチャーされたコ
ンテンツに対応するイメージ及びメタデータを画面の所定領域にディスプレイする。
　例えば、瞻星台がキャプチャーされた場合、瞻星台のイメージ及び瞻星台に関する説明
、キャプチャーされた場所、キャプチャー時間などのメタデータがディスプレイされる。
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また、映画ポスターがキャプチャーされた場合、キャプチャーされた映画フォスターイメ
ージ及び映画タイトル、監督、出演陣、封切り日時、上映館などのメタデータがディスプ
レイされる。
【００４８】
　本発明の一実施形態によれば、ディスプレイ部１５０は、キャプチャーデータを画面の
中央領域にディスプレイする。この時、本発明の一実施形態によれば、ディスプレイ部１
５０は、キャプチャーデータをカード形態にディスプレイする。
　複数のキャプチャーデータが同時に獲得された場合、ディスプレイ部１５０は、複数の
キャプチャーデータをいずれもディスプレイしてもよく、そのうちの１つのみを画面の所
定領域にディスプレイしてもよい。
　一方、本発明の一実施形態によれば、ディスプレイ部１５０は、キャプチャーデータの
獲得時に自動で画面の所定領域に獲得されたキャプチャーデータをディスプレイする。こ
の場合、ユーザはキャプチャーされたコンテンツに対応するイメージ及びメタデータをコ
ンテンツキャプチャー時にすぐ確認可能になる。
【００４９】
　センシング部１１０は、ディスプレイされたキャプチャーデータについてのユーザの選
択を感知する［Ｓ２５０］。例えば、ユーザがディスプレイされたキャプチャーデータを
タップする場合、センシング部１１０は、ユーザのタップジェスチャーを感知する。
　制御部１８０は、センシング部１１０によって選択が感知されたキャプチャーデータに
対応する詳細情報を提供する［Ｓ２６０］。詳細情報とは、ディスプレイされたイメージ
及びメタデータ以外にさらに深みのある情報を意味する。詳細情報は、追加情報として言
及される。本発明の一実施形態に係る詳細情報の提供は、キャプチャーデータに関するウ
ェブページをディスプレイするか、または音楽コンテンツをプレイするか、または動画を
再生することなどを含む。
【００５０】
　制御部１８０は、キャプチャーデータのメタデータに基づいて、詳細情報を提供するた
めのアプリケーションを選択する。例えば、ユーザによって選択されたキャプチャーデー
タが音楽コンテンツに対応するキャプチャーデータである場合、制御部１８０は、音楽フ
ァイルをプレイするためのアプリケーションを選択して音楽ファイルを再生する。ユーザ
によって選択されたキャプチャーデータがゲームコンテンツに対応するキャプチャーデー
タである場合、制御部１８０は、ゲームアプリケーションを実行して該ゲームサービスを
提供する。
　制御部１８０は、キャプチャーパネルに前記獲得されたキャプチャーデータを追加する
［Ｓ２７０］。キャプチャーパネルは、移動端末機１００により獲得されたキャプチャー
データが保存される領域を意味する。キャプチャーパネルにはキャプチャーデータのリス
トが表示される。本発明の一実施形態に係るキャプチャーパネルは、一種のグラフィック
ユーザインターフェース（ＧＵＩ：Ｇｒａｐｈｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
である。
【００５１】
　本発明の一実施形態によれば、制御部１８０は、キャプチャーパネルに含まれたキャプ
チャーデータのリストを、キャプチャー時間によって整列する。例えば、制御部１８０は
、最も最近キャプチャーされたコンテンツに対応するキャプチャーデータをキャプチャー
パネルの最上位領域に配列する。
　本発明のさらに別の実施形態によれば、制御部１８０は、キャプチャーパネルに含まれ
たキャプチャーデータのリストをコンテンツの種類に基づいて整列する。例えば、制御部
１８０は、キャプチャーパネルに含まれたキャプチャーデータを静止画コンテンツ、サウ
ンドコンテンツ、動画コンテンツ別に分類して配列する。
【００５２】
　ディスプレイ部１５０は、キャプチャーデータが追加されたキャプチャーパネルをディ
スプレイする［Ｓ２８０］。例えば、キャプチャーデータが獲得された場合、ディスプレ
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イ部１５０は、前記獲得されたキャプチャーデータを画面の第１領域にディスプレイし、
前記獲得されたキャプチャーデータが追加されたキャプチャーパネルを第２領域にディス
プレイする。
　この時、本発明の一実施形態によれば、ディスプレイ部１５０は、キャプチャーパネル
全体を第２領域にディスプレイしてもよく、キャプチャーパネルの一部を第２領域にディ
スプレイしてもよい。
【００５３】
　本発明の一実施形態によれば、キャプチャーパネルには、キャプチャーされたコンテン
ツそれぞれに対応するイメージ及びメタデータが含まれる。本発明の一実施形態によれば
、キャプチャーパネルには、コンテンツの種類を示すアイコンがさらに表示される。
　これについて、図４及び図５を参照してさらに詳細に説明する。
　図４は、本発明の一実施形態に係る内部コンテンツキャプチャー方法を説明するための
図面である。
【００５４】
　図４（ａ）に示したように、センシング部１１０は、ユーザから入力された内部コンテ
ンツのキャプチャーを要請するジェスチャーを感知する。内部コンテンツのキャプチャー
を要請するジェスチャーの一例として、所定時間以上キャプチャーキを押す行為がある。
　この時、移動端末機１００で歌手「ＩＵ」の音楽が再生され、ＩＵのアルバムイメージ
がディスプレイされているならば、キャプチャー部１２０は、ＩＵのアルバムイメージが
表示されたスクリーンイメージ４１０をキャプチャーし、現在再生中のＩＵ音楽に関する
メタデータ４２０を、メモリ１３０または外部サーバから獲得する。ＩＵ音楽に関するメ
タデータ４２０には、「アーティスト：ＩＵ、アルバム：Ｒｅａｌ ｍｅ、タイトル：Ｙ
ｏｕ＆Ｉ、キャプチャー時間：２０１２年３月１日」などがある。
【００５５】
　図４（ｂ）に示したように、ディスプレイ部１５０は、スクリーンイメージ４１０及び
メタデータ４２０を含むキャプチャーデータを第１領域にディスプレイする。本発明の一
実施形態によれば、キャプチャーデータは、カード形態に画面の中央領域にディスプレイ
される。したがって、本発明の一実施形態によれば、ユーザは、キャプチャーされたコン
テンツに関するイメージ及びメタデータをすぐ確認可能になる。
　また、制御部１８０は、キャプチャーされたスクリーンイメージ４１０及びメタデータ
４２０を含むキャプチャーデータをキャプチャーシキャプチャーパネル３００に追加する
。この時、本発明の一実施形態によれば、キャプチャーパネル３００の最上位領域に新た
に獲得されたキャプチャーデータが追加される。そしてディスプレイ部１５０は、キャプ
チャーデータが追加されたキャプチャーパネル３００を画面の一側面にディスプレイする
。
　すなわち、本発明の一実施形態によれば、ユーザが内部コンテンツをキャプチャーする
場合、ディスプレイ部１５０は、新たに生成されたキャプチャーデータを画面の中央にデ
ィスプレイし、画面の一側面にはキャプチャーパネル３００の全部または一部をディスプ
レイする。この時、ユーザは、キャプチャーパネル３００に新たに獲得されたキャプチャ
ーデータが保存されたかどうかが確認できる。
【００５６】
　図４（ｃ）に示したように、本発明の一実施形態に係るキャプチャーパネル３００には
、キャプチャーされたコンテンツに対応するイメージ及びメタデータがディスプレイされ
る。この時、本発明の一実施形態によれば、キャプチャーパネル３００に含まれたキャプ
チャーデータのリストは、時間順またはコンテンツ種類順に配列される。
　一方、キャプチャーパネル３００の一部イメージのみがディスプレイされた場合、ユー
ザはキャプチャーパネル３００をタッチし、タッチを維持したまま画面の内側方向にドラ
ッグする。この時、ディスプレイ部１５０は、キャプチャーパネル３００の全体イメージ
をユーザに提供する。本発明の一実施形態によれば、ユーザは、キャプチャーパネル３０
０に含まれたキャプチャーデータのリストを通じて、過去に自分がキャプチャーしたコン
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テンツに対応するキャプチャーデータを一括的に確認する。
【００５７】
　図５は、本発明の一実施形態に係る外部コンテンツキャプチャー方法を説明するための
図面である。
　図５に示したように、センシング部１１０は、ユーザから入力された外部コンテンツの
キャプチャーを要請するジェスチャーを感知する。外部コンテンツのキャプチャーを要請
するジェスチャーの一例として、キャプチャーキを所定時間以上押す行為がある。
　図５（ａ）に示したように、音楽が出てくる書店でユーザが本を見ている途中で特定の
本に興味を感じてその本をキャプチャーしたい時がありうる。この場合、ユーザは、外部
コンテンツをキャプチャーするためのジェスチャーをとる。
　図５（ｂ）に示したように、キャプチャー部１２０は、ユーザのキャプチャー要請ジェ
スチャーに基づいて外部コンテンツをキャプチャーする。この時、周辺で音楽が流れてい
るので、キャプチャー部１２０は、本イメージと共に背景の音楽もキャプチャーできる。
【００５８】
　図５（ｃ）に示したように、キャプチャー部１２０は、音楽に対応するイメージ及びメ
タデータを含むキャプチャーデータ１ ５１０と、本に対応するイメージ及びメタデータ
を含むキャプチャーデータ２ ５２０を生成する。制御部１８０は、生成されたキャプチ
ャーデータ１ ５１０及びキャプチャーデータ２ ５２０をキャプチャーパネル３００に追
加する。制御部１８０は、キャプチャーデータ１ ５１０及びキャプチャーデータ２ ５２
０をキャプチャーする時にキャプチャーパネル３００に自動で追加してもよく、ユーザの
別途のジェスチャーがある場合に追加してもよい。
　そして、ディスプレイ部１５０は、新たに生成されたキャプチャーデータ１ ５１０及
びキャプチャーデータ２ ５２０のうちの少なくとも１つを第１領域にディスプレイし、
キャプチャーパネル３００を第２領域にディスプレイする。
　図５（ｄ）に示したように、キャプチャーパネル３００には、ユーザによってキャプチ
ャーされたキャプチャーデータ１ ５１０及びキャプチャーデータ２ ５２０が保存される
。本発明の一実施形態によれば、ユーザは、キャプチャーパネル３００に追加されたキャ
プチャーデータが自分の所望のキャプチャーデータではない場合、キャプチャーパネル３
００から除去してもよい。
【００５９】
　再び図２に戻れば、キャプチャーデータが獲得された場合、ディスプレイ部１５０は、
キャプチャーデータを第１領域にディスプレイし、共有パネルを第２領域にディスプレイ
する［Ｓ２９０］。
　共有パネルは、データを共有するための外部デバイス２００の識別情報のリストが表示
される統合通信パネルを意味する。ユーザによって共有パネルに含まれた少なくとも１つ
の外部デバイス２００の識別情報が選択される場合、通信部１６０は、選択された外部デ
バイス２００と通信する。本発明の一実施形態に係る外部デバイス２００の識別情報には
、外部デバイス２００のユーザ識別情報、グループ識別情報、サーバ識別情報などが含ま
れる。また、共有パネルは、電話帳リスト及びＳＮＳリストを含む。ＳＮＳリストは、Ｓ
ＮＳ上で知人関係と登録されたユーザに関する識別リストを意味する。
　これについて、図６を参照してさらに詳細に説明する。
【００６０】
　図６は、本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータの獲得時、共有パネルをディス
プレイする画面を示す図面である。
　ユーザのキャプチャー要請ジェスチャーによって、移動端末機１００は、地図アプリケ
ーション実行中に地図イメージ６１０をキャプチャーする。この時、ディスプレイ部１５
０は、キャプチャーされた地図イメージ６１０及びキャプチャーされた地図イメージに関
するメタデータ６２０を画面の第１領域にディスプレイし、画面の一側面には共有パネル
４００をディスプレイする。
【００６１】
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　共有パネル４００には、外部デバイス２００のユーザ識別情報４００－１、外部デバイ
ス２００の識別値４００－２、グループ識別情報４００－３、ＳＮＳサーバ識別情報４０
０－４、エージェント識別情報４００－５などが含まれる。
　外部デバイス２００のユーザ識別情報４００－１には、友達のプロフィールイメージ、
電話番号、ＩＤなどが含まれる。外部デバイス２００の識別値４００－２には、スマート
ＴＶ、タブレットＰＣなどのＣＥ器機識別イメージまたはデバイスＩＤが含まれる。グル
ープ識別情報４００－３には、少なくとも２つ以上のユーザ識別情報、グループ人、グル
ープイメージなどが含まれる。
　ＳＮＳサーバ識別情報４００－４には、ＳＮＳサーバを示すイメージ、接続アドレス、
勘定情報などが含まれる。「ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）」とは、オンライン上で不特定の他人と関係を結べるサービスを意味する。ユーザは
ＳＮＳを通じて人脈を新たに築くか、既存人脈との関係を強化させる。
【００６２】
　一方、制御部１８０は、共有パネル４００に含まれた外部デバイス２００の識別情報の
リストを、通信時間、通信回数、及び移動端末機１００と外部デバイス２００のとの距離
のうちの少なくとも１つに基づいて整列する。すなわち、制御部１８０は、最近通信した
順序で外部デバイス２００の識別情報を整列してもよく、通信回数によって頻繁に通信す
る順序で外部デバイス２００の識別情報を整列してもよい。また、制御部１８０は、近距
離に存在するデバイス順に外部デバイス２００の識別情報を整列してもよい。
　したがって、ユーザは共有パネル４００を用いて、他のユーザまたは家族などのグルー
プとのチャット、通話、放送などを自由に行える。また、ユーザは共有パネル４００を通
じてキャプチャーデータを、フェイスブックなどのＳＮＳサーバまたはＴＶなどの外部デ
バイス２００に直ぐ伝送する。
【００６３】
　例えば、図６に示したように、本発明の一実施形態によれば、ユーザは「Ｐｉｚｚａ 
Ｓｕｐｒｅｍａ」という食堂の位置が表示された地図イメージをキャプチャーし、キャプ
チャーされた「Ｐｉｚｚａ Ｓｕｐｒｅｍａ」の位置が表示された地図イメージ６１０、
及びそれに関するメタデータ（食堂の名前、アドレス、地図アプリケーション情報、キャ
プチャー時間、キャプチャー場所など）６２０を共有パネル４００に含まれた外部デバイ
ス２００に簡便に伝送できる。
【００６４】
　本発明の一実施形態によれば、キャプチャーデータが獲得された場合、ディスプレイ部
１５０は、前記獲得されたキャプチャーデータを第１領域にディスプレイし、前記獲得さ
れたキャプチャーデータが追加されたキャプチャーパネル３００を第２領域にディスプレ
イし、共有パネル４００を第３領域にディスプレイしてもよい。
　この時、本発明の一実施形態によれば、前記第１領域は画面の中央から所定距離内に位
置し、第２領域は画面の一側に位置し、第３領域は画面の他側に位置する。図７を参照し
て詳細に説明する。
【００６５】
　図７は、本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータの獲得時、キャプチャーパネル
３００及び共有パネル４００をディスプレイする画面を示す図面である。
　図７に示したように、キャプチャー部１２０は、ユーザのキャプチャー要請ジェスチャ
ーによってディスプレイされた地図イメージをキャプチャーし、地図イメージに関するメ
タデータを収集して、キャプチャーされた地図イメージに対応するキャプチャーデータを
獲得する。
　この場合、ディスプレイ部１５０は、キャプチャー部１２０によってキャプチャーされ
た地図イメージ、及びメタデータを含むキャプチャーデータ５００を画面の中央領域にデ
ィスプレイする。そしてディスプレイ部１５０は、キャプチャーパネル３００を画面の左
側にディスプレイし、共有パネル４００を画面の右側にディスプレイする。しかしながら
、キャプチャーデータ５００、キャプチャーパネル３００、共有パネル４００の位置がこ
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れに固定されるものではない。ディスプレイ部１５０は、キャプチャーデータ５００、キ
ャプチャーパネル３００、共有パネル４００を多様に配列できるものである。
【００６６】
　ユーザが共有パネル４００を通じてキャプチャーデータを伝送する構成について、図８
を参照してさらに詳細に説明する。
　図８は、本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータを共有する画面を示す図面であ
る。
　図８（ａ）に示したように、本発明の一実施形態によれば、キャプチャー部１２０によ
って獲得されたキャプチャーデータ５００は画面の第１領域にディスプレイされ、共有パ
ネル４００は画面の第２領域にディスプレイされる。この場合、ユーザはキャプチャーデ
ータ５００をドラッグして、共有パネル４００内の外部デバイス２００の識別情報にドロ
ップする。
　この時、センシング部１１０は、前記第１領域から前記第２領域へのドラッグ・アンド
・ドロップ（ｄｒａｇ ａｎｄ ｄｒｏｐ）ジェスチャーを感知する。これによって、通信
部１６０は、前記第２領域のドロップ位置に対応する外部デバイス２００にキャプチャー
データを伝送する。
【００６７】
　例えば、ユーザＡがユーザＢとお昼を食べるため、食堂の位置が表示された地図をキャ
プチャーしてユーザＢのデバイスに伝送する場合を仮定する。この場合、ユーザＡが食堂
の位置が表示された地図イメージを移動端末機１００内でキャプチャーすれば、キャプチ
ャー部１２０は、地図イメージだけではなく地図イメージに関するメタデータまでキャプ
チャーする。そしてディスプレイ部１５０は、地図イメージ及びメタデータが含まれたキ
ャプチャーデータを第１領域にディスプレイし、ユーザＢの識別情報が含まれた共有パネ
ル４００を画面の第２領域にディスプレイする。この時、ユーザＡは、キャプチャーデー
タをドラッグして共有パネル４００上のユーザＢの識別情報上におけば、通信部１６０は
、キャプチャーデータをユーザＢのデバイスに伝送する。キャプチャーデータには、イメ
ージだけではなくメタデータ情報も含まれているので、ユーザＢは、自分のデバイスを通
じて地図イメージがキャプチャーされた地図アプリケーションを実行させてみてもよい。
【００６８】
　図８（ｂ）に示したように、本発明のさらに別の実施形態によれば、獲得されたキャプ
チャーデータ５００及び共有パネル４００が画面にディスプレイされた場合、ユーザは、
前記共有パネル４００に含まれた少なくとも１つ以上の外部デバイス２００の識別情報を
タップすることで、キャプチャーデータを外部デバイス２００に伝送してもよい。
　例えば、ユーザＡが共有パネル４００上のユーザＢの識別情報をタップする場合、セン
シング部１１０は、ユーザのタップジェスチャーを感知し、通信部１６０は、感知された
タップジェスチャーに対応するユーザＢのデバイスにキャプチャーデータを伝送する。
【００６９】
　以下、移動端末機１００の各構成を用いてキャプチャーデータを提供する方法について
、図９を参照してさらに詳細に説明する。
　図９は、本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータ提供方法を説明するためのフロ
ーチャートである。図９を参照すれば、本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータ提
供方法は、図１に示した移動端末機１００で時系列的に処理される段階で構成される。よ
って、以下で省略された内容であっても、図１に示した移動端末機１００に関して以上で
記述された内容は、図９のキャプチャーデータ提供方法にも適用されることが分かる。
【００７０】
　センシング部１１０は、ユーザによって入力されたキャプチャーパネル要請ジェスチャ
ーを感知する［Ｓ９１０］。本発明の一実施形態に係るキャプチャーパネル要請ジェスチ
ャーとは、キャプチャーパネル３００の表示に関するユーザの命令が含まれているジェス
チャーを意味する。キャプチャーパネル要請ジェスチャーは既定のものであってもよい。
　本発明の一実施形態に係るキャプチャーパネル要請ジェスチャーは、画面の外側の所定
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位置で画面の内側方向にフリックするフリックジェスチャーを含む。画面の外側は画面の
外縁領域だけではなくベゼル領域も含む。すなわち、本発明の一実施形態によれば、ユー
ザは、ベゼルまたは画面の外縁領域の所定位置で画面の内側方向に指をフリックすること
でキャプチャーパネル３００を要請する。
　本発明のさらに別の実施形態によれば、キャプチャーパネル要請ジェスチャーは、画面
の所定領域をタッチまたはタップするか、または移動端末機１００を所定パターンで振る
行為なども含む。
【００７１】
　ディスプレイ部１５０は、前記感知されたキャプチャーパネル要請ジェスチャーに応答
し、キャプチャーデータのリストを含むキャプチャーパネル３００を画面にディスプレイ
する［Ｓ９２０］。すなわち、ディスプレイ部１５０は、前記キャプチャーパネル要請ジ
ェスチャーに応答し、画面の一側に一部が表示または隠されたキャプチャーパネルの全体
形状をディスプレイする。
　本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータは、移動端末機１００によりキャプチャ
ーされたコンテンツに対応するイメージ及びメタデータを含む。すなわち、ディスプレイ
部１５０は、キャプチャーされたコンテンツに対応するイメージ及びメタデータのリスト
を含むキャプチャーパネル３００をディスプレイする。
　本発明の一実施形態に係るキャプチャーされたコンテンツは、静止画、動画、及びサウ
ンドのうちの少なくとも１つを含む。また、本発明の一実施形態に係るキャプチャーされ
たコンテンツは、内部コンテンツまたは外部コンテンツである。
【００７２】
　本発明の一実施形態によれば、制御部１８０は、キャプチャーパネル３００に含まれた
キャプチャーデータのリストをキャプチャー時間に基づいて整列する。例えば、キャプチ
ャーされた時間が現在に近いキャプチャーデータであるほどキャプチャーパネル３００の
上位領域に配列される。
　本発明の一実施形態によれば、制御部１８０は、コンテンツの種類に基づいてキャプチ
ャーデータのリストを整列してもよい。すなわち、制御部１８０は、内部コンテンツまた
は外部コンテンツ別にキャプチャーデータのリストを提供してもよく、静止画、動画、イ
メージ別でキャプチャーデータのリストを提供してもよい。
【００７３】
　本発明の一実施形態によれば、ディスプレイ部１５０は、ユーザのフリックジェスチャ
ーによってキャプチャーパネル３００の全体イメージを１回に提供してもよく、ユーザの
フリックジェスチャーの維持時間、フリック長さ、フリック回数によってキャプチャーパ
ネル３００を分けてディスプレイしてもよい。
　例えば、ユーザの第１次フリックジェスチャーが感知された場合、ディスプレイ部１５
０が、隠されていたキャプチャーパネル３００の一部形状またはキュー（ｃｕｅ）をディ
スプレイし、ユーザの第２次フリックジェスチャーが感知される場合、ディスプレイ部１
５０がキャプチャーパネル３００の全体イメージをディスプレイしてもよい。
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０が、キャプチャーパネル要請ジェス
チャーとして、画面の外側の所定位置で画面の内側方向にフリックするフリックジェスチ
ャーを感知した場合、ディスプレイ部１５０は、フリックジェスチャーによって画面の外
側の所定位置で画面の内側方向にキャプチャーパネル３００が示されるディスプレイする
。
【００７４】
　以下、図１０を参照して、キャプチャーパネル３００のキャプチャーデータ提供方法を
さらに詳細に説明する。
　図１０は、本発明の一実施形態に係るキャプチャーパネルを説明するための図面である
。
　図１０（ａ）に示したように、ホームスクリーンまたはアプリケーション実行中に、セ
ンシング部１１０はキャプチャーパネル要請ジェスチャーを感知する。例えば、左側ベゼ
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ルから右側方向にフリックするジェスチャーがキャプチャーパネル要請ジェスチャーとし
て既定されている。この場合、ユーザが左側ベゼルから右側方向に指を用いてフリックす
る場合、センシング部１１０は、キャプチャーパネル要請ジェスチャーを感知する。
【００７５】
　この時、ディスプレイ部１５０は、キャプチャーパネル要請ジェスチャーによってキャ
プチャーパネル３００を画面にディスプレイする。本発明の一実施形態によれば、ユーザ
が左側ベゼルを右側方向にフリックしたので、キャプチャーパネル３００は左側ベゼルか
ら右側方向に出現する。
　キャプチャーパネル要請ジェスチャーは多様に設定される。例えば、キャプチャーパネ
ル要請ジェスチャーは、左側ベゼルから右側方向にフリックするジェスチャーだけではな
く、右側ベゼルから左側方向にフリックするジェスチャー、上側ベゼルから下側方向にフ
リックするジェスチャー、下側ベゼルから上側方向にフリックするジェスチャーなどを含
む。
【００７６】
　図１０（ｂ）に示したように、本発明の一実施形態によれば、キャプチャーデータのリ
ストは、キャプチャーデータに対応するイメージ１０３０、メタデータ１０２０及びコン
テンツの種類を示すアイコン１０１０のうちの少なくとも１つを含む。例えば、サウンド
コンテンツに関するキャプチャーデータは「△」アイコンで表示し、静止画に関するキャ
プチャーデータは「□」アイコンで表示し、動画に関するキャプチャーデータは「○」ア
イコンで表示する。
　また、本発明の一実施形態によれば、キャプチャーパネル３００には複数のキャプチャ
ーデータが表示されるので、ユーザは上下にスクロールを動かすか、または画面をタッチ
後に上下にドラッグすることで、キャプチャーパネル３００に保存された多様なキャプチ
ャーデータを確認する。
【００７７】
　一方、キャプチャーパネル要請ジェスチャーは、ユーザから入力された少なくとも１つ
以上のコンテンツについてのキャプチャー要請ジェスチャーを含む。すなわち、本発明の
一実施形態によれば、キャプチャー要請ジェスチャーが感知された場合にも、ディスプレ
イ部１５０はキャプチャーパネル３００をディスプレイする。例えば、図７に示したよう
に、ディスプレイ部１５０は、キャプチャー要請ジェスチャーによって獲得されたキャプ
チャーデータを画面の第１領域にディスプレイし、前記獲得されたキャプチャーデータが
追加されたキャプチャーパネル３００を画面の第２領域にディスプレイする。コンテンツ
をキャプチャーする方法については図２で説明したので、ここでは別途の説明を省略する
。
【００７８】
　再び図９に戻れば、センシング部１１０は、キャプチャーパネル３００に含まれたキャ
プチャーデータのリストのうちの少なくとも１つのキャプチャーデータについての選択ジ
ェスチャーを感知する［Ｓ９３０］。例えば、ユーザは少なくとも１つのキャプチャーデ
ータ項目をタッチまたはタップするか、またはスイープする。
　この場合、制御部１８０は選択ジェスチャーの種類によって、選択が感知されたキャプ
チャーデータに対応する詳細情報を提供してもよく、共有モードに切り換えてもよい［Ｓ
９４０］。
【００７９】
　本発明の一実施形態によれば、制御部１８０は、選択ジェスチャーが第１ジェスチャー
である場合、選択が感知されたキャプチャーデータに含まれたメタデータに基づいて、選
択が感知されたキャプチャーデータに対応する詳細情報を提供する［Ｓ９５０］。この時
、本発明の一実施形態によれば、制御部１８０は、選択が感知されたキャプチャーデータ
に関する詳細情報を提供するためのアプリケーションを選択し、選択されたアプリケーシ
ョンを実行する。
　例えば、ユーザがキャプチャーパネル３００で選択したキャプチャーデータが音楽コン
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テンツに関するものならば、制御部１８０は、音楽コンテンツについてのストリーミング
ページを行える。ユーザがキャプチャーパネル３００で選択したキャプチャーデータが、
日程（ｓｃｈｅｄｕｌｅ）に関するものならば、制御部１８０は、日程アプリケーション
を実行できる。ユーザがキャプチャーパネル３００で選択したキャプチャーデータが映画
コンテンツに関するものならば、制御部１８０は映画ファイルを再生する。
【００８０】
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０は、選択ジェスチャーが第２ジェス
チャーである場合、キャプチャーデータを外部デバイスに伝送するための共有パネルがデ
ィスプレイされる共有モードに切り換える［Ｓ９６０］。本発明の一実施形態によれば、
第２ジェスチャーは共有パネル要請ジェスチャーである。共有パネル要請ジェスチャーと
は、外部デバイス２００とデータを共有するための共有パネル４００のディスプレイを要
請するジェスチャーを意味する。本発明の一実施形態に係る共有パネル要請ジェスチャー
は、既定のものであってもよい。本発明の一実施形態に係る共有パネル要請ジェスチャー
には、フリックジェスチャー、スイープジェスチャーなどがある。
　ディスプレイ部１５０は、前記感知された共有パネル要請ジェスチャーに応答し、外部
デバイス２００の識別情報のリストが含まれた共有パネル４００を画面の一側にディスプ
レイする。
【００８１】
　例えば、本発明の一実施形態によれば、キャプチャーパネル３００がディスプレイされ
た状態で、ユーザが画面の外側の所定位置で画面の内側方向にフリックするジェスチャー
をとる場合、ディスプレイ部１５０は、共有パネル４００を画面の一側面にディスプレイ
する。
　この時、センシング部１１０は、画面にディスプレイされたキャプチャーパネル３００
の第１ポイントから、画面にディスプレイされた共有パネル４００の第２ポイントへのド
ラッグ・アンド・ドロップジェスチャーを感知する。この場合、通信部１６０は、前記感
知されたドラッグ・アンド・ドロップジェスチャーに基づいて、前記第１ポイントに対応
するキャプチャーデータを前記第２ポイントに対応する外部デバイス２００に伝送する。
【００８２】
　本発明のさらに別の実施形態によれば、ディスプレイされたキャプチャーパネル３００
に含まれたキャプチャーデータのリストのうちの少なくとも１つのキャプチャーデータに
ついてのスイープジェスチャーが感知された場合、制御部１８０は共有モードに切り換え
る。
　すなわち、ディスプレイ部１５０は、スイープジェスチャーに対応するキャプチャーデ
ータを画面の第１領域にディスプレイし、共有パネル４００を画面の第２領域にディスプ
レイし、キャプチャーパネル３００を画面の第３領域にディスプレイする。
【００８３】
　本発明の一実施形態によれば、第１領域は画面の中央から所定距離内に位置し、第２領
域は画面の一側に位置し、第３領域は画面の他側に位置する。これに関して、図１１を参
照して詳細に説明する。
　図１１は、本発明の一実施形態に係るキャプチャーパネルでキャプチャーデータを共有
する方法を説明するための図面である。
【００８４】
　図１１（ａ）に示したように、ディスプレイ部１５０は、ユーザのキャプチャーパネル
要請ジェスチャーに基づいて、キャプチャーデータのリストが含まれたキャプチャーパネ
ル３００を画面にディスプレイする。この時、センシング部１１０は、キャプチャーデー
タ２（メタデータ２＋イメージ２）項目についてのユーザのスイープジェスチャーを感知
する。スイープとは、ドラッグの一種であり、オブジェクトを所定時間以上タッチせず、
画面の第１点から第２点まで指またはタッチペンで掃くように移動することを意味する。
　図１１（ｂ）に示したように、キャプチャーパネル３００に含まれたキャプチャーデー
タのリストのうちの少なくとも１つのキャプチャーデータについてのスイープジェスチャ
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ーが感知された場合、ディスプレイ部１５０は、スイープジェスチャーに対応するキャプ
チャーデータ２（メタデータ２＋イメージ２）を画面の中央領域にディスプレイし、画面
の左側にはキャプチャーパネル３００を、画面の右側には共有パネル４００をディスプレ
イする。
【００８５】
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０は、共有パネル４００に含まれた少
なくとも１つ以上の外部デバイス２００の識別情報についてのタップジェスチャーを感知
する。この時、通信部１６０は、タップジェスチャーに対応する外部デバイス２００に、
前記スイープジェスチャーに対応するキャプチャーデータを伝送する。
　例えば、ユーザがキャプチャーパネル３００に含まれたキャプチャーデータのうちの地
図コンテンツに関するキャプチャーデータ２を友達Ｘと共有することを所望する場合、ユ
ーザは左側ベゼルを右側方向にフリックしてキャプチャーパネル３００をディスプレイす
る。そしてユーザは、キャプチャーパネル３００で地図コンテンツに関するキャプチャー
データ２がディスプレイされた領域をスイープする。
　この場合、ディスプレイ部１５０は、地図コンテンツに対応するキャプチャーデータ２
を画面の中央領域にディスプレイし、左側にはキャプチャーパネル３００を、右側には共
有パネル４００をディスプレイする。この時、ユーザが共有パネル４００に含まれた友達
Ｘの識別情報をタップすれば、通信部１６０は、友達Ｘのデバイスに地図コンテンツに対
応するキャプチャーデータ２を伝送する。
【００８６】
　以下、移動端末機１００の各構成を用いてデータを外部デバイス２００と共有する方法
について、図１２を参照してさらに詳細に説明する。
　図１２は、本発明の一実施形態に係るデータ共有方法を説明するための図面である。図
１２を参照すれば、本発明の一実施形態に係るデータ共有方法は、図１に示した移動端末
機１００で時系列的に処理される段階で構成される。よって、以下で省略された内容であ
っても図１に示した移動端末機１００に関して以上で記述された内容は、図１２のデータ
共有方法にも適用されるということが分かる。
　図１２は、本発明の一実施形態に係るデータ共有方法を説明するための図面である。
　センシング部１１０は、ユーザから入力された共有パネル要請ジェスチャーを感知する
［Ｓ１２１０］。共有パネル要請ジェスチャーとは、外部デバイス２００とデータを共有
するための共有パネル４００のディスプレイを要請するジェスチャーを意味する。本発明
の一実施形態に係る共有パネル要請ジェスチャーは既定のものであってもよい。
【００８７】
　本発明の一実施形態によれば、共有パネル要請ジェスチャーは、画面の外側の所定位置
で画面の内側方向にフリックするフリックジェスチャーを含む。画面の外側は、画面の外
縁領域だけではなくベゼル領域も含む。すなわち、本発明の一実施形態によれば、ユーザ
はベゼルまたは画面の外縁領域の所定位置で画面の内側方向に指をフリックすることで共
有パネル４００を要請する。
　本発明のさらに別の実施形態によれば、共有パネル要請ジェスチャーは画面の所定領域
をタッチまたはタップするか、または移動端末機１００を所定パターンで振る行為なども
含む。
　ディスプレイ部１５０は、共有パネル要請ジェスチャーに応答し、画面の一側に隠され
た外部デバイスの識別情報のリストが含まれた共有パネルを示して前記画面の一側にディ
スプレイする［Ｓ１２２０］。
　本発明の一実施形態に係る画面の一側にディスプレイされた共有パネルは、外部デバイ
ス２００の識別情報に対応するサムネイルイメージが表示される。
【００８８】
　本発明の一実施形態によれば、制御部１８０は、共有パネル４００に備えられた外部デ
バイスの識別情報のリストを通信時間に基づいて整列する。すなわち、制御部１８０は、
最近に通信した外部デバイスの識別情報であるほど共有パネル４００の上位領域に配する
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。この場合、ユーザは、最近通信リストによってデータを共有する外部デバイス２００を
選択する。
　本発明の一実施形態によれば、制御部１８０は、通信回数に基づいて共有パネル４００
に含まれた外部デバイス２００の識別情報のリストを整列してもよい。すなわち、制御部
１８０は、ユーザが頻繁に通信する外部デバイス２００の識別情報を共有パネル４００の
上位領域に配する。
　本発明の一実施形態によれば、制御部１８０は、移動端末機１００と外部デバイス２０
０との距離に基づいて、共有パネル４００に含まれた外部デバイス２００の識別情報のリ
ストを整列してもよい。すなわち、制御部１８０は、ＧＰＳまたはブルートゥースなどの
近距離通信技術を用いて、近くに存在する外部デバイス２００らを検索（ｓｃａｎ）し、
より近くにある外部デバイス２００の識別情報を共有パネル４００の上位領域に配しても
よい。
【００８９】
　本発明の一実施形態によれば、制御部１８０は、データを共有するための外部デバイス
２００の識別情報をすすめることもできる。もし、ユーザが一般的に友達Ａ、友達Ｂ、友
達Ｃに同時にデータを伝送する回数が所定回数以上の場合、ユーザが友達Ａの識別情報の
みを選択しても、制御部１８０は、友達Ｂと友達Ｃとの識別情報を共有パネル４００の最
上位領域に配することで、ユーザにすすめる。
　また、ユーザが音楽コンテンツを外部デバイス２００と共有しようとする場合、制御部
１８０は、所定回数以上ユーザと音楽コンテンツを共有した友達Ｘ、友達Ｙ、友達Ｚの識
別情報を共有パネル４００の上位に表示することで、音楽コンテンツを共有する相手をす
すめることもできる。
【００９０】
　本発明の一実施形態に係る共有パネル４００は、フリックジェスチャーによって、画面
の外側の所定位置で画面の内側方向に出現する。
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０は、画面の一側にディスプレイされ
た共有パネル４００についての詳細情報要請ジェスチャーを感知する［Ｓ１２３０］。本
発明の一実施形態に係る詳細情報要請ジェスチャーには、画面の一側面にディスプレイさ
れた共有パネル４００から前記画面の内側方向にフリックするジェスチャーが含まれる。
【００９１】
　ディスプレイ部１５０は、詳細情報要請ジェスチャーに応答し、共有パネル４００を画
面の内側方向に確張してディスプレイする［Ｓ１２４０］。この時、確張してディスプレ
イされた共有パネル４００には、外部デバイス２００の識別情報に対応する詳細情報が表
示される。外部デバイス２００の識別情報に対応する詳細情報には、外部デバイス２００
に関する速成情報、外部デバイス２００のユーザとの関係情報、外部デバイス２００また
は外部デバイス２００のユーザの識別イメージなどが含まれる。
　すなわち、本発明の一実施形態によれば、ユーザの第１次フリックジェスチャーが感知
された場合、ディスプレイ部１５０は、サムネイルイメージなどが簡単に表示された共有
パネル４００を画面の一側面にディスプレイし、ユーザの第２次フリックジェスチャーが
感知される場合、外部デバイス２００の識別情報に対応する詳細情報が含まれた共有パネ
ル４００をディスプレイする。
【００９２】
　本発明の一実施形態によれば、ホームスクリーンがディスプレイされるか、または所定
アプリケーションが実行される途中で、ユーザは移動端末機１００に共有パネル４００を
要請する。すなわち、センシング部１１０は、所定アプリケーションの実行中にユーザか
ら入力された共有パネル要請ジェスチャーを感知する。この場合、ディスプレイ部１５０
は共有パネル要請ジェスチャーに応答し、所定アプリケーション実行中に共有パネル４０
０を画面の一側面にディスプレイする。
　この時、ユーザが実行中のアプリケーションのキャプチャーを要請する場合、キャプチ
ャー部１２０は、実行中のアプリケーションをキャプチャーし、実行中のアプリケーショ
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ンに対応するイメージ及びメタデータを含むキャプチャーデータを獲得する。
【００９３】
　一方、センシング部１１０は、ディスプレイされた共有パネル４００に含まれた少なく
とも１つ以上の外部デバイス２００の識別情報についての第１選択ジェスチャーを感知す
る。
　第１選択ジェスチャーは、タップジェスチャー、タッチ＆ホールドジェスチャー、ダブ
ルタップジェスチャー、フリックジェスチャーなどがある。この場合、通信部１６０は、
第１選択ジェスチャーに対応する外部デバイス２００に共有データを伝送する。共有デー
タとは、ユーザが外部デバイス２００と共有することを所望するデータを意味する。共有
データの一例として、キャプチャーデータがある。
【００９４】
　本発明の一実施形態に係る外部デバイス２００の識別情報は、外部デバイス２００のユ
ーザ識別情報、グループ識別情報、サーバ識別情報、及び外部デバイス２００の識別値の
うちの少なくとも１つを含む。
　本発明の一実施形態によれば、制御部１８０は、第１選択ジェスチャーが感知された外
部デバイス２００の識別情報に基づいて共有データを伝送するためのアプリケーションを
選択し、選択されたアプリケーションを実行できる。通信部１６０は、行われたアプリケ
ーションを通じて共有データを、第１選択ジェスチャーに対応する外部デバイス２００に
伝送する。
【００９５】
　すなわち、本発明の一実施形態によれば、ユーザが外部デバイス２００の識別情報とし
て友達の電話番号を選択する場合、制御部１８０は、メッセージ伝送、チャット、または
電話通話のためのアプリケーションを実行できる。ユーザが外部デバイス２００の識別情
報としてＳＮＳサーバを選択した場合、制御部１８０は、ＳＮＳサーバに接続するための
アプリケーションを実行できる。
　また、ユーザが外部デバイス２００の識別情報として、キャスト可能なデバイス識別値
を選択する場合、制御部１８０は、キャストのためのアプリケーションを実行できる。本
発明の一実施形態によれば、ユーザは、近距離または遠距離に存在する複数の外部デバイ
ス２００にキャストにより同時にデータを共有させる。通信部１６０は、ＷＦＤ（Ｗｉ－
Ｆｉ Ｄｉｒｅｃｔ）などの近距離通信を用いて近距離に存在する外部デバイス２００に
キャストできる。図１３を参照して、共有パネル４００を用いるデータ共有方法について
さらに詳細に説明する。
【００９６】
　図１３は、本発明の一実施形態に係る共有パネルを説明するための図面である。
　図１３（ａ）に示したように、本発明の一実施形態によれば、ユーザはＹｏｕＴｕｂｅ
アプリケーション再生中に右側ベゼルを左側方向にフリックする。この場合、画面の右側
に共有パネル４００が示される。共有パネル４００には、データを共有する外部デバイス
２００の識別情報が含まれている。
　図１３（ｂ）に示したように、ユーザが右側にディスプレイされた共有パネル４００を
左側方向にもう１回フリックする場合、共有パネル４００が左側方向に拡張してディスプ
レイされる。拡張してディスプレイされた共有パネル４００には、外部デバイス２００の
識別情報に関する詳細情報が含まれている。
　図１３（ｃ）に示したように、ユーザが共有パネル４００でＫｅｖｉｎを選択した場合
、通信部１６０は、Ｋｅｖｉｎのデバイスと通信を確立する。よって、本発明の一実施形
態によれば、ユーザは簡単なジェスチャーだけで通信リストが含まれた共有パネル４００
を呼び寄せることができ、共有パネル４００を通じて外部デバイス２００のユーザと簡便
に通信可能になる。
【００９７】
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０は、ユーザから入力された少なくと
も１つ以上のコンテンツについてのキャプチャー要請ジェスチャーを感知する。この場合
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、ディスプレイ部１５０は、前記キャプチャー要請ジェスチャーに応答し、少なくとも１
つ以上のコンテンツについてのイメージ及びメタデータを含むキャプチャーデータを画面
の第１領域にディスプレイし、共有パネル４００を画面の一側面である第２領域にディス
プレイしてもよい。
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０が、前記第１領域から前記第２領域
へのドラッグ・アンド・ドロップジェスチャーを感知すれば、制御部１８０は、通信部１
６０が前記第２領域のドロップ位置に対応する外部デバイス２００に前記キャプチャーデ
ータを伝送するように制御する。
　本発明のさらに別の実施形態によれば、センシング部１１０が、共有パネル４００に含
まれた少なくとも１つ以上の外部デバイス２００の識別情報についてのタップジェスチャ
ーを感知する場合、制御部１８０は、通信部１６０が前記感知されたタップジェスチャー
に対応する外部デバイス２００にキャプチャーデータを伝送するように制御する。これに
ついて図１４を参照して詳細に説明する。
【００９８】
　図１４は、本発明の一実施形態に係る共有パネルを用いて外部デバイス２００と通信す
る方法を説明するための図面である。
　図１４（ａ）に示したように、本発明の一実施形態によれば、ユーザは、画面にディス
プレイされた地図イメージをキャプチャーするためにキャプチャーキーを押す。この時、
センシング部１１０はキャプチャー要請ジェスチャーを感知する。キャプチャー要請ジェ
スチャーについては前述したので、キャプチャー要請ジェスチャーに関する具体的な説明
は省略する。
　ディスプレイ部１５０は、キャプチャー要請ジェスチャーに応答し、キャプチャーされ
た地図イメージ及び地図イメージに関するメタデータを含むキャプチャーデータをディス
プレイする。また、ディスプレイ部１５０は、キャプチャーデータと共に画面の一側面に
共有パネル４００をディスプレイする。
　この場合、ユーザは、キャプチャーデータを共有パネル４００にある特定外部デバイス
２００の識別情報にドラッグする。例えば、ユーザがキャプチャーデータをドラッグして
友達Ａ（Ｇａｓｔｒｏｎａｕｔｓ）の識別情報上におく場合、キャプチャーデータは友達
Ａ（Ｇａｓｔｒｏｎａｕｔｓ）のデバイスに伝送される。
　図１４（ｂ）に示したように、ユーザのドラッグ・アンド・ドロップジェスチャーによ
って、制御部１８０はメッセンジャープログラムを行い、ユーザは友達Ａ（Ｇａｓｔｒｏ
ｎａｕｔｓ）とチャットを行える。すなわち、本発明の一実施形態によれば、ユーザはキ
ャプチャーデータをキャプチャーして簡単に他人と共有する。
【００９９】
　一方、本発明の一実施形態によれば、共有パネル４００が画面の一側面にディスプレイ
された状態で、センシング部１１０は、ユーザによって入力されたキャプチャーパネル要
請ジェスチャーを感知する。
　この時、ディスプレイ部１５０は、キャプチャーパネル要請ジェスチャーに応答し、キ
ャプチャーデータのリストを含むキャプチャーパネル３００を画面の他側面にディスプレ
イする。
【０１００】
　本発明の一実施形態によれば、共有パネル要請ジェスチャーは、ベゼル内の第１ポイン
トで第１方向にフリックするフリックジェスチャーを含み、キャプチャーパネル要請ジェ
スチャーは、ベゼル内の第２ポイントで第２方向にフリックするフリックジェスチャーを
含む。
　この場合、共有パネル４００は、前記共有パネル要請ジェスチャーが感知されれば、ベ
ゼル内の第１ポイントで第１方向に沿って現れ、キャプチャーパネル３００は、前記キャ
プチャーパネル要請ジェスチャーが感知されれば、ベゼル内の第２ポイントで第２方向に
沿って現れる。
【０１０１】
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　例えば、キャプチャーパネル３００は、左側ベゼルから右側方向に示されて画面の左側
にディスプレイされ、共有パネル４００は、右側ベゼルから左側方向に示されて画面の右
側にディスプレイされる。
　この時、センシング部１１０は、共有パネル４００に含まれた少なくとも１つ以上の外
部デバイス２００の識別情報についての第１選択ジェスチャー、及びキャプチャーパネル
３００に含まれた少なくとも１つ以上のキャプチャーデータについての第２選択ジェスチ
ャーを感知する。
　この場合、通信部１６０は、第２選択ジェスチャーに対応するキャプチャーデータを第
１選択ジェスチャーに対応する外部デバイス２００に伝送する。
【０１０２】
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０がユーザから入力された少なくとも
１つ以上のコンテンツについてのキャプチャー要請ジェスチャーを感知した場合、ディス
プレイ部１５０は、キャプチャー要請ジェスチャーに応答し、前記少なくとも１つ以上の
コンテンツについてのイメージ及びメタデータを含むキャプチャーデータを画面の第１領
域にディスプレイし、共有パネル４００を画面の第２領域にディスプレイし、キャプチャ
ーデータが追加されたキャプチャーパネル３００を画面の第３領域にディスプレイする。
　この時、本発明の一実施形態によれば、前記第１領域は、前記画面の中央から所定距離
内に位置し、前記第２領域は、前記画面の一側に位置し、前記第３領域は、前記画面の他
側に位置する。これに関する詳細な説明は、図７の説明部分と重なるので、省略する。
【０１０３】
　図１５は、本発明の一実施形態に係る共有パネルを用いて多様な外部デバイス２００と
通信する方法を説明するための図面である。
　図１５（ａ）に示したように、本発明の一実施形態によれば、ユーザは、招待状を友達
に伝送するために共有パネル４００で複数のユーザを選択する。この場合、通信部１６０
は、複数のユーザの各デバイスに招待状を伝送する。
　すなわち、本発明の一実施形態によれば、ユーザは共有パネル４００を通じて、他ユー
ザ１人または所定ユーザグループとのチャット、文字送受信、通話、放送などを行う。
　本発明の一実施形態によれば、図１５（ｂ）に示したように、ユーザは、共有パネル４
００を通じて自分が所有している他のデバイスであるＴＶやタブレットＰＣに共有データ
を伝送してもよい。
　また、図１５（ｃ）に示したように、ユーザは、共有パネル４００でエージェントの識
別情報を選択することで、エージェントサーバとチャット、通話などが行える。
　一方、図１５（ｄ）に示したように、ユーザは、共有パネル４００を通じてペース北な
どのＳＮＳサーバに共有しようとするデータを簡便に伝送することもできる。
【０１０４】
　以下では、ユーザに情報を提供する方法について、図１６を参照してさらに詳細に説明
する。
　図１６は、本発明の一実施形態に係る情報提供方法を説明するためのフローチャートで
ある。
　図１６に示したように、センシング部１１０は、ユーザのパネル要請ジェスチャーを感
知する［Ｓ１６１０］。本発明の一実施形態に係るパネル要請ジェスチャーは、共有パネ
ル要請ジェスチャー、キャプチャーパネル要請ジェスチャー、おすすめパネル要請ジェス
チャーを含む。おすすめパネルとは、ユーザにすすめられるおすすめコンテンツが表示さ
れる領域を意味する。おすすめパネルについては、図１８で詳細に説明する。
【０１０５】
　本発明の一実施形態によれば、ディスプレイ部１５０は、前記パネル要請ジェスチャー
に応答し、画面の左側、右側、及び下端のうちの少なくとも１つでパネルを示してディス
プレイする［Ｓ１６２０］。すなわち、本発明の一実施形態によれば、ディスプレイ部１
５０は、画面の一側に隠されたパネルを、ユーザのパネル要請ジェスチャーによって画面
に露出させる。
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　本発明の一実施形態に係るパネルは、外部デバイスの識別情報のリストが含まれた共有
パネル、キャプチャーデータのリストが表示されるキャプチャーパネル、及びおすすめコ
ンテンツが表示されるおすすめパネルのうちの少なくとも１つを含む。
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０は、所定領域を所定回数以上タップ
するジェスチャーをパネル要請ジェスチャーと感知する。また、センシング部１１０は、
既定の音節または単語を認識し、これをパネル要請ジェスチャーと感知してもよい。
【０１０６】
　図１７は、本発明の一実施形態に係る共有パネル、キャプチャーパネル、おすすめパネ
ルを説明するための図面である。
　図１７に示したように、ユーザのパネル要請ジェスチャーによって、キャプチャーパネ
ル３００、共有パネル４００、おすすめパネル６００のうちの少なくとも１つがディスプ
レイされる。例えば、ユーザが左側ベゼルを右側方向にフリックする場合にキャプチャー
パネル３００がディスプレイされ、ユーザが右側ベゼルを左側方向にフリックする場合に
共有パネル４００がディスプレイされ、ユーザが移動端末機１００の下端をダブルタップ
する場合、おすすめパネル６００がディスプレイされる。
　本発明の一実施形態によれば、ユーザの簡単なジェスチャーによって隠されたパネルが
画面の一側で現れてディスプレイされる。
【０１０７】
　以下、おすすめパネルを通じてユーザに情報を提供する方法について、図１８を参照し
てさらに詳細に説明する。
　図１８は、本発明の一実施形態に係るコンテンツおすすめ方法を説明するためのフロー
チャートである。図１８を参照すれば、本発明の一実施形態に係るおすすめパネルを用い
る情報提供方法は、図１に示した移動端末機１００で時系列的に処理される段階で構成さ
れる。よって、以下で省略された内容であっても、図１に示した移動端末機１００に関し
て以上で記述された内容は、図１８のおすすめパネルを用いる情報提供方法にも適用され
るということが分かる。
　図１８に示したように、本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０は、おすす
め要請ジェスチャーを感知する［Ｓ１８１０］。おすすめ要請ジェスチャーとは、おすす
めコンテンツのディスプレイを要請するジェスチャーを意味する。本発明の一実施形態に
係るおすすめ要請ジェスチャーは、既定のものであってもよい。本発明の一実施形態に係
るおすすめ要請ジェスチャーはおすすめパネル要請ジェスチャーを含む。
【０１０８】
　本発明の一実施形態によれば、おすすめ要請ジェスチャーは、移動端末機１００の所定
領域を所定回数以上タップするジェスチャーを含む。すなわち、センシング部１１０は、
移動端末機１００の所定領域を所定回数以上タップするジェスチャーをおすすめ要請ジェ
スチャーと感知する。
　例えば、ユーザがコンテンツをすすめられるために移動端末機１００のベゼル領域をダ
ブルタップする場合、センシング部１１０は、前記ユーザのダブルタップジェスチャーを
おすすめ要請ジェスチャーと感知する。
　本発明のさらに別の実施形態によれば、おすすめ要請ジェスチャーは、画面の外側の所
定位置で画面の内側方向にフリックするジェスチャーも含む。例えば、ユーザが下側ベゼ
ルの所定位置から上側方向にフリックする場合、センシング部１１０は、おすすめ要請ジ
ェスチャーが存在すると判断する。一方、本発明の一実施形態によれば、おすすめ要請ジ
ェスチャーは、所定回数以上移動端末機１００を振るジェスチャーも含む。
【０１０９】
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０は、音声認識中に所定時間以上ユー
ザ音声の断絶を感知する。この場合、センシング部１１０は、ユーザ音声の断絶をおすす
め要請ジェスチャーとして認識してもよい。
　本発明の一実施形態によれば、センシング部１１０はユーザの音声を認識し、前記認識
されたユーザの音声を分析して、既定のコンテンツおすすめを要請する単語または音節を
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感知する。本発明の一実施形態によれば、「コンテンツおすすめを要請する単語」は、ユ
ーザが迷うか、または考える時によく使う単語である。例えば、「うーん…」や「じゃあ
…」などがある。
　コンテンツおすすめを要請する単語はユーザによって設定されてもよく、制御部１８０
がユーザの言語パターンを分析して自動で設定してもよい。
【０１１０】
　本発明の一実施形態によれば、おすすめ部１７０は、ユーザによってキャプチャーされ
たコンテンツに対応するイメージ及びメタデータを含むキャプチャーデータに基づいてお
すすめコンテンツを生成する［Ｓ１８２０］。
　一般的にユーザは、興味度の高い対象をキャプチャーし、本発明の一実施形態に係るキ
ャプチャーデータは、キャプチャーされたコンテンツに対応するイメージだけではなくメ
タデータも含んでいるので、キャプチャーデータに基づいておすすめコンテンツを生成す
る場合、ユーザに最適のコンテンツをすすめる。
　本発明の一実施形態に係るキャプチャーデータは、移動端末機１００内で行われる内部
コンテンツに対応するキャプチャーデータ、及び移動端末機１００の外部に存在する外部
コンテンツに対応するキャプチャーデータを含む。
【０１１１】
　本発明の一実施形態によれば、おすすめ部１７０は、移動端末機１００の使用パターン
情報、ユーザのプロファイル情報、ユーザの生活パターン情報、及びおすすめ要請ジェス
チャー感知時の状況情報のうちの少なくとも１つをさらに考慮しておすすめコンテンツを
生成してもよい。
　移動端末機１００の使用パターン情報には、通話時間、通話内訳、メッセージ内容、一
定、選好アプリケーション種類、ウェブサイト訪問記録、期保存された音楽ファイル情報
、ユーザの選好度（好む場所、好む音楽ジャンル、好むコンテンツ、好む映画、好む友達
、好むゲーム、ブックマークになったコンテンツなど）などが含まれる。
　ユーザの生活パターン情報には、食事、住居、運動、業務、休憩、睡眠周期などユーザ
の生活周期に関する情報が含まれる。ユーザのプロファイル情報には、年齢、性別、職業
、学歴などが含まれる。
　本発明の一実施形態に係る状況情報は、おすすめ要請ジェスチャー感知時に移動端末機
１００またはその周りで収集される情報を意味する。本発明の一実施形態に係る状況情報
には、おすすめ要請ジェスチャー感知時に再生中のコンテンツ情報、おすすめ要請ジェス
チャー感知時の移動端末機１００の位置情報、おすすめ要請ジェスチャー感知時の時間情
報、おすすめ要請ジェスチャー感知時の天気情報などがある。
【０１１２】
　本発明の一実施形態によれば、ディスプレイ部１５０は、おすすめコンテンツを含むお
すすめパネルを画面にディスプレイする［Ｓ１８３０］。この時、本発明の一実施形態に
よれば、前記おすすめパネルは下側ベゼルから上側方向に出現する。
　本発明の一実施形態に係るディスプレイ部１５０は、おすすめ広告もディスプレイする
。おすすめ部１７０は、移動端末機１００の位置、時間、日付、天気などの状況情報及び
キャプチャーデータ、ユーザログデータなどに鑑みておすすめ広告を抽出する。図１９を
参照して詳細に説明する。
【０１１３】
　図１９は、本発明の一実施形態に係るおすすめ要請ジェスチャーを説明するための図面
である。
　図１９（ａ）に示したように、本発明の一実施形態によれば、コンテンツを進められた
い場合、ユーザは移動端末機１００の下端をダブルタップする。この場合、センシング部
１１０は、ユーザのダブルタップジェスチャーをおすすめ要請ジェスチャーと感知する。
　おすすめ要請ジェスチャーが感知されれば、おすすめ部１７０は、キャプチャーデータ
に基づいておすすめコンテンツを生成する。例えば、ユーザがＡ歌手の音楽をキャプチャ
ーパネル３００で一週間に５日以上再生し、Ａ歌手の音楽ファイルのキャプチャーデータ
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が全体キャプチャーデータの２０％を超え、ユーザが公園でＡ歌手の音楽ファイルをキャ
プチャーする割合が８０％である場合を仮定する。この時、ユーザが公園で移動端末機１
００の下端をダブルタップする場合、おすすめ部１７０は、Ａ歌手の音楽に関するコンテ
ンツをおすすめコンテンツとして生成する。
　さらに別の例を挙げれば、２０１０年の家族旅行写真の含まれたフォルダがディスプレ
イされた状態で、ユーザが移動端末機１００のベゼル領域をダブルタップする。この場合
、おすすめ部１７０は、ディスプレイされた写真コンテンツ情報に関する２０１１年の済
州島家族旅行写真フォルダをおすすめコンテンツとして生成してもよい。
【０１１４】
　本発明の一実施形態によれば、ユーザが音声認識を使う途中で適当な言葉が思い出さな
くて「うーん…」と話をしばらく中断する場合、センシング部１１０は、音声認識が中断
した時間または「うーん」単語を認識する。
　この時、音声認識の中断した時間が所定時間を超える場合、センシング部１１０は、ユ
ーザの音声断絶をおすすめ要請ジェスチャーと感知する。また、「うーん」がコンテンツ
おすすめ要請単語と既定されている場合、センシング部１１０は、音声認識中に感知され
た「うーん」単語をおすすめ要請ジェスチャーと判断する。
　おすすめ要請ジェスチャーが感知されたので、おすすめ部１７０はおすすめコンテンツ
を生成する。この時、おすすめ部１７０は、ユーザの普段の言語習慣情報をさらに考慮し
て次につながる言葉を予測し、予測された言葉に基づいておすすめコンテンツを生成して
もよい。
【０１１５】
　一方、おすすめコンテンツは、イメージ及びメタデータを含むキャプチャーデータであ
ってもよい。
　図１９（ｂ）に示したように、ディスプレイ部１５０は、おすすめコンテンツ１９１０
を含むおすすめパネルをディスプレイする。本発明の一実施形態によれば、ディスプレイ
部１５０は、おすすめ広告１９２０をさらにディスプレイしてもよい。
　この時、センシング部１１０は、ディスプレイされたおすすめコンテンツについてのユ
ーザの選択を感知する。この場合、制御部１８０は、選択が感知されたおすすめコンテン
ツを行う。例えば、おすすめパネルにディスプレイされたおすすめコンテンツが、音楽コ
ンテンツに関するイメージである場合、ユーザは、ディスプレイされた音楽コンテンツに
関するイメージをタッチまたはタップすることで音楽コンテンツを再生する。
【０１１６】
　図２０は、本発明の一実施形態に係るおすすめデータをディスプレイする方法を説明す
るための図面である。
　本発明の一実施形態によれば、おすすめ部１７０は、複数のおすすめコンテンツを生成
する。この場合、本発明の一実施形態によれば、ディスプレイ部１５０は複数のおすすめ
コンテンツをディスプレイする。
　本発明の一実施形態に係るディスプレイ部１５０は、複数のおすすめコンテンツをおす
すめパネルに同時にディスプレイしてもよく、ユーザのジェスチャーによって順次に複数
のおすすめコンテンツをおすすめパネルにディスプレイしてもよい。
【０１１７】
　例えば、おすすめ部１７０が第１おすすめコンテンツ１８１０及び第２おすすめコンテ
ンツ１８２０を生成した場合、ディスプレイ部１５０は、おすすめパネルに第１おすすめ
コンテンツ１８１０を先ずディスプレイする。そして、センシング部１１０によっておす
すめパネル内の第１地点から第２地点へのフリックジェスチャーが感知されれば、ディス
プレイ部１５０は、前記フリックジェスチャーに基づいておすすめパネルに、第１おすす
めコンテンツ１８１０を第２おすすめコンテンツ１８２０に変更してディスプレイする。
　すなわち、ユーザは本のページをめくるような簡単なジェスチャーにより複数のおすす
めコンテンツを確認する。ユーザはおすすめコンテンツを確認していて、再生しようとす
るおすすめコンテンツをタップする。この場合、制御部１８０は、タップジェスチャーに
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に関する情報はユーザログに記録される。
【０１１８】
　本発明の一実施形態に係る方法は、多様なコンピュータ手段により行われるプログラム
命令の形態で具現され、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録される。前記コン
ピュータで読み取り可能な記録媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造な
どを単独または組み合わせて含む。前記媒体に記録されるプログラム命令は、本発明のた
めに特に設計かつ構成されたものであるか、またはコンピュータソフトウェアの当業者に
公知されて使用可能なものである。コンピュータで読み取り可能な記録媒体の例には、ハ
ードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク及び磁気テープなどの磁気媒体、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体、フロプティカルディスクのような磁気光媒体、及び
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、フラッシュメモリなどのプログラム命令を保存して行えるように特別に構成
されたハードウェア装置が含まれる。プログラム命令の例には、コンパイラによって作わ
れる機械語コードだけではなく、インタプリタなどを使ってコンピュータで行われる高級
言語コードを含む。
【０１１９】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の範囲はこれに限定される
ものではなく、特許請求の範囲で定義している本発明の基本概念を用いる当業者のさまざ
まな変形及び改良形態も本発明の範囲に属する。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明は、キャプチャーデータ提供のための移動端末機関連の技術分野に好適に用いら
れる。
【符号の説明】
【０１２１】
　１００　移動端末機
　１１０　センシング部
　１２０　キャプチャー部
　１２１　カメラ
　１２２　マイク
　１３０　メモリ
　１４０　ユーザ入力部
　１５０　ディスプレイ部
　１６０　通信部
　１７０　おすすめ部
　１８０　制御部
　２００　外部デバイス
　３００　キャプチャーパネル
　４００　共有パネル
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